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第１項関係）
（伺’い）
このことについて、別案により農林水産大臣あてに地域の指定を申請してよろしいか。

｜題）
口蹄疫対策特別措置法に基づく農林水産大臣が指定する地域に係る申請について（法第６条

，ｊｌ；１ゆ１’。，ｃ秘侭）１：‘ｌｉｌ．＆網徨。？

司政？

ぷやヽ 、

１１｀卜于： ”（吟ＪＩ破・翁嘔



Ｘ 卜 ＿． 特措法による地域指定について ｀ 、 Ｊ ｊ

指定する地域 指定の根拠 指定を申請す
る区垣粧暮 現行状況 特措法施行後の変更点

消毒義務を課
す必要がある
地域

口蹄疫対策
特別措置法
第４条第５項

県内全域

晋 尨 ． - φ １ φ Ｉ Ｚ ： ヽ
Ｚ！！な！２．。．

現在は、移動制限区域周辺境界付近及び移動制限区域内に、口
蹄疫防疫指針（（社）全国家畜畜産物衛生指導協会作成）に基づき、
共同車両消毒施設を設置。
移動制限区域外（搬出制限区域外も含む）にも必要に応じて消毒
ポイントを設置しているが、設置根拠はない。
また、県の消毒ポイントと市町村等の自主消毒ポイント設置の区
分は、設置費用の分担に応じたものであり、設置根拠や基準はな
い 。

・ｌｌｌｌま仙蛙｜大１の迪畜ポ・１’りｌ、における一齢童画等の消沓に暁献１か池

，拠が得られる。

※県知事が省令で定める基準（未定）に基づいた設備を設置し（既
設の施設が想定される）、見やすい場所に省令で定める表示（未定）
を行う必要がある。

焼却等の支
援を行う必要
がある地域

口蹄疫対策
特別措置法
第５条第５項

県知事が定
める移動制限
区域

家畜伝染病予防法では、口蹄疫の患畜及び疑似患畜の所有者等
に 下 記 の 義 務 が 課 せ ら れ て い る が 、 の こ ｔ゛
：！：！！．・．

①と殺の義務（家伝法第１６条第１項）
※同条第３項により家畜防疫員が自ら殺すことができる。
②死体の埋却等の義務（家伝法第２１条第１項）
※同条第４項により家畜防疫員が自ら焼却等することができる。
③汚染物品の焼却等の義務（家伝法第２３条第１項）
※同条第３項により家畜防疫員が自ら焼却等することができる。
④畜舎等の消毒の義務（家伝法第２５条）
※同条第３項により家畜防疫員が自ら消毒することができる。
⑤倉庫等の消毒の義務（家伝法第２６条第１項）
※同条第３項により知事は家畜防疫員に消毒させることができる。

・特措法施行前には上記のとおり所有者の義務とされていた内容の
うち、②について家畜防疫員に対し焼却等を求めることができるよう
に な り 、 ｔ ” ‘ の

こ ゛ 尤 ｀ ｔ ‘ ゛ ｀

・国が講ずる支援措置（埋却地の確保、埋却作業従事員の派遣等）
に法的な根拠が得られる。

患畜等以外
の家畜の殺
処分を行う必
要がある地域

口蹄疫対策
特別措置法
第６条第１４
項

平成２２年５
月２０日時点
に児湯地区
に設定された
移動制限区
域

由窓‘ｘｓ７ｆＳか１由吉ｌｌｌ故／７１忠吉ｒ合田１１剛士ｒフ々吊り縮緬宙右’渚・鉛机

．畠案笛じｊ肱の討彙宙案客萄・ｔ；-，１・の勧佃・乃び勧街に措わなＬり・喪

こ ｀ Ｚ ： ヽ １ ｀

※知事は次の手続きを行う必要がある。
①殺すべき家畜の指定（特措法第６条第１項）
②省令（未定）の定めにより、書面により、対象家畜所有者に対して
殺すべき勧告を通知（特措法第６条第３項）

②の勧告に所有者が従わないとき及び所有者所在不明のために勧
告をすることができないときには
→省令（未定）の定めにより、書面により、対象家畜所有者に対
して家畜防疫員が家畜を殺す理由、殺処分実施する旨を通知（特措
法第６条第３項）

※※②、③の通知は、差し迫った必要がある場合には、勧告又は殺
処分措置の後相当期間内に省令の定めにより行う。（特措法第６条
第４項）

こ - こ ｀ Ｚ ： ヽ Ｑ ： ヽ い

＝
９
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農林水産大臣
赤 松 広 隆 殿

２ ６ ５ - １ ３ ３
平 成 ２ ２ 年 ６ 月 ４

宮崎県知事東国原英

口蹄疫対策特別措置法に基づく農林水産大臣が指定する地域
に係る申請について（法第６条第１項関係）

●｀’ ● ● ● ・

６
日

口蹄疫対策特別措置法（平成２２年法律第４４号）第６条第１項の規定に基づ
き、農林水産大臣が指定する地域として、別紙の地域の指定をお願いする。

（文書取扱畜産課）

岫
。ヽ，Ｊ
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口 蹄 疫 対 策 特 別 措 置 法 第 ６ 条 第 １ 項 関 係

１

２

３

宮 崎 市 の 一 部
佐 土 原 町 下 田 島 、 佐 土 原 町 下 冨
小 路 、 佐 土 原 町 石 崎 １ 丁 目 、 佐
崎
草
坪
田
堤
橋
田
南
一

日
美
上
島

３ 丁 目 、 宮 崎 市 佐 土 原 町 上 田

、 下 山 、 伊 賀 給 、 片 瀬 原 、 牧

、 城 ケ 峰 、 槍 、 薗 内 、 岩 瀬、

田 、 佐 土 原 町 伊 倉 、 佐 土 原 町 松
土 原 町 石 崎 ２ 丁 目 、 佐 土 原 町 石
島 、 佐 土 原 町 下 那 珂 の 一 部 （ 深
堀 、 東 田
五 反 田、

渕
下
を

河
部

田 、 成 枝 権 現 、 馬 場 住 、 白 坂 、 萩 原

除
山
内
（

押
く
ノ

弓

ケ 崎 、 久 保 田 、 伊 勢 下 、 榎 木 田
）
口
松
ケ

、 峰 前 、 七 ケ 廻 、 西 九

南 田 、 黒 坊 、 諏 訪 山、

、 鳥 越 、 曲 田 、 橋 口、

福
佐 土 原 町 西 上 那 珂 の 一 部 （ 河 内

塚 、 浮 橋 及 び 釈 迦
、 小 丸 、 真 米 、 山

ケ
谷

上 ノ 迫 、 長 園 原 、 下 相 作 、 待 居 廻 、 中 畑 、 森 薗、
迫 及 び 元 屋 敷 を 除 く 。 ） 及 び 佐 土 原 町 東 上 那 珂 の
、 後 迫 、 中 野 丸 、 内 田 及 び 小 町 を 除 く 。 ）

向 市 の 一 部
々 津 町 の 一 部 （ 五 反 丸 、 永 田 、 新 宅 、 前 ノ 原 、 丸 山 、 下 福 原、

福 原 、 前 ノ 原 、 田 久 保 、 前 田 、 竹 の 内 、 宮 の 下 、 日 志 原 、 霧
原 、 高 松 、 松 ノ 本 、 下 百 町 原 、 落 鹿 、 上 百 町 原 、 内 場 、 草 刈、

清 水 ケ 谷 、 富 ケ 塚 、 橋 ノ 本 、 浜 山 、 上 ノ 瀬 、 風 原 、 Ξ 月 田 、 麻
附 、 鹿 場 、 宮 田 越 、 堂 面 木 、 笹 尾 、 高 鳥 、 石 神 及 び 田 の 原 ）、
東 郷 町 山 陰 甲 の 一 部 （ 向 原 、 寺 迫 、 山 ノ ロ 、 日 平 、 落 鹿 、 庭 田
及 び 長 崎 ） 、 東 郷 町 山 陰 乙 の 一 部 （ 日 田 尾 及 び 鵜 戸 木 ） 、 東 郷
町 下 三 ヶ の 一 部 （ 松 尾 、 神 陰 及 び 葛 龍 内 ） 及 び 坪 谷 の 一 部 （ 桑
木 内 及 び 大 内 ）

西
聖
桜
町
１
２
右
目
大
都
轟

都
陵
川
２
丁
丁
松

字
於
及

市
町
町
丁
目
目
１
小
妻
郡
び

の
１
１
目

丁
野

町
春

一

丁

丁

妻
中
目
崎
大

日
屋

川

下

ヽ

仮

田

ノ

掛

｀
和
坂
牛

町

ｌ

ｓ

ｌ

堀

山

口

田

部
目
目
有
町
妻

・ニ１ご

ロ

聖 陵 町 ２ 丁 目 、 御 舟 町 １ 丁 目 、 御 舟 町 ２ 丁 目、
桜 川 町 ２ 丁 目 、 水 流 崎 町 、 中 央 町 １ 丁 目 、 中 央
町 １ 丁 目 、 有 吉 町 ２ 丁 目 、 有 吉 町 ３ 丁 目 、 妻 町

２ 丁 目 、 妻 町 ３ 丁 目 、 白 馬 町 、 上 町 １ 丁 目 、 上 町
１ 丁 目 、 中 妻 ２ 丁 目 、 旭 １ 丁 目 、 旭 ２ 丁 目 、 下 妻、
右 松 ２ 丁 目 、 右 松 ３ 丁 目 、 右 松 ４ 丁 目 、 右 松 ５ 丁

１ 丁 目 、 小 野 崎 ２ 丁 目 、 新 町
字 岡 富 。 大 字 黒 生 野 、 大 字 現
大 字 茶 臼 原 の 一 部 （ 緑 ケ 丘、
）、
原
原

坪

大 字 穂 北 の 一 部 （ ハ 重 山、

東 原 、 榎 ． 木 田 、 上 野 、 ． 合

高
田

仲 鶴 、 平 城、

野 、 上 ノ ・ 原、

、 勝 田 川 、 上

串
牧
江

木 、 南 無

原 、 尾 畑

、 当 園、

１ 丁 目 、 新 町 ２ 丁 目、

王 島 、 大 字 清 水 、 大 字

吉 原 、 上 の 原 、 ‘ 後 山、

原 無 田 、 小 浪 、 平 下
ノ 丸 、 山 内 、 宇 戸 、 長

田 、 南 田

瀬
大
川
木 ノ

、 野
原
竹

野 添、

、 北 田

、 平 原

小 戸
長
内



改 、 囲 、 千 畑 、 桜 田 北 代 、 仲 川 原 、 宗 高 、 川

大 木 久 保 及 び 川 久 保 ）、
、 嶋 畑 、 長 畑 、 北 鶴 、 逆

工 久 保 、 下 鶴 、 瀬 戸 畑、

祗 園 之 上 、 祗 園 、 城 平、

方
々

西
竹

寺 ノ
一 部

大

ヽ

図

の

大 谷 平 、 七 曲 、 八 小 代 、 木 ノ 町

中 の 割 、 別 府 、 谷 口 、 天 神 田 、 米 丸 、 桑 原 、 長 畑
上 ノ 園 、 槙 ノ 内 、 権 現 原 及 び 新 立 ） 、 大 字 鹿 野 田

ノ 内 、 川 添 、 前 田 、 山 王 田 、 壱 町 田 、 権 現
西 及 び 毘 沙 門 ） 、 大 字 童 子 丸 の 一 部 （ 烏 帽

ハ 反 田 、 八 反 田 木 町 、 代 手 、 下 鎧 、 西 原

西 大 ケ 峰 、 細 場 廻 、 川 原 田 、 西 ケ 迫、

サ 間 、 後 迫 、 柳 迫 、 法 瀬 ケ

小 末 、 松 田 平 ノ 下 、 嶋 廻、

堂 下 、 羽

郎 、 ． 寺 原、

青 木、
惣 太

鏡 田、

都 原 東
岩 ケ 丸

下 甲 津 ケ 丸

都 原 西 、 植 木 上 、 植 木
ケ 迫 、 方 迫 、 兼 迫 、 岡
上 甲 津 ケ 丸 、 割 甲 津 ケ

（ 興 惣 次 堀 、 松

ノ 下 、 前 水 流、

□
脇
西

一

一 ノ 西 、 原 口 二 、 須 先 、 笹 貫 畑
石 貫 畑 、 石 貫 平 ノ 下 、 東 立 野

上 永 谷 、 下 永 谷 。 奈 原

鎌 迫 、 六 町 迫 、 大 迫、

谷 ノ 前 、 松 船
仲 嶋 、 杉 安 、 長 谷 領 、 茶 屋 元 、 桑 木 原

大 字 右 松 の 一 部 （ 原 無 田 、 池 平 、 松 田

江 ボ 、 三 反 畑 、 羽 黒 垣 添 、 堂 園 、 車 瀬、
三 反 田 、 島 廻 、 土 木 井 手 、 刎 田 、 永 谷、

大 口 川 及 び 鷺 田 ） 、 大 字 調 殿 の 一 部 （ 弥 内 迫 、 原 無 田 、 焼 石、
桑 木 原 、 寿 屋 敷 、 鏡 心 畑 、 池 田 、 水 洗 、 上 古 川 、 塩 谷 口 、 土 ノ
口 、 寝 頃 、 馬 場 崎 、 天 神 久 保 、 堀 の 内 、 出 来 所 、 千 田 前 、 山 隅

中 島 、 角 力 、 篠 山 及 ぴ 松 田 ） 、 大 字 南 方 の 一 部
迫 、 吉 ケ 迫 、 一 ノ 迫 、 大 塚 原、
中 水 流 、 下 水 流 、 吉 原 、 城 平、

山 平 、 千 田 迫 、 伊 勢 地 、 車 坂

横 尾 、 竹 添 、 弓 場 ノ 元 、 金 竹

柳 迫 、 堀 ノ ロ 、 寺

柳 ノ 丸 、 京 新 田 、 仕 切 山 、 折 口、
、 羽 根 子 、 嶋 台 、 中 ノ ・ 迫 、 鉾 峰、

ノ 元 、 瓜 葉 木 、 岩 川 内 、 高 附 、 槙

尾 、 添 の 坪 、 年 の 神 、 古 川 、 高 砂 、 侃 竹 平 、 宝 財 原 、 長 谷 嶺、
上 の 畑 、 坂 江 、 中 島 、 串 木 、 上 中 川 原 、 榎 木 瀬 、 彦 三 郎 、 鈴 尾、

餅 田 、 下 原 、 萱 原 、 八 ケ 久 保 、 卯 の 木 、 赤 星 、 長 仙 、 笹 ノ 田、
堀 内 、 町 山 附 、 町 ノ 前 、 立 野 、 大 工 西 、 桑 ノ 木 原 、 元 地 神 、 茶

屋 ノ 元 、 浜 後 、 堂 ノ 前 、 田 久 保 、 西 田 、 寺 家 田 、 坂 ノ 下 、 永 谷、
古 川 、 宮 畑 、 別 府 川 、 島 代 、 土 木 手 、 長 池 、 岡 薗 、 柿 内 、 新 分、
伊 東 畑 、 大 工 畑 、 松 木 田 ｉ 梅 ノ 木 、 伊 左 衛 門 、 下 中 川 原 、 中 須。

河 久 保 及 び 杉 尾 ） 、 大 字 三 宅 の 一 部 （ 彦 七 畑 、 市 口 、 久 保 鶴、

松 ノ 下 、 池 向 、 八 反 の 内 、 中 原 、 次 郎 左 衛 門 、 天 ケ 瀬 、 鶴 山、

仏 久 保 、 熊 野 田 、 長 田 、 市 ケ 薗 、 川 ノ 上 、 土 薗 、 大 形 、 松 之 内、
塚 西 、 上 之 使 、 鳥 子 橋 元 、 鳥 子 長 田 、 尾 筋 東 下 ≒ 田 中 、 溝 之 手、
山 王 前 畑 、 新 町 、 下 鶴 、 四 反 畑 、 嶋 畑 、 東 川 久 保 、 西 川 久 保、

先 鶴 、 鳥 子 出 口 、 竹 之 脇 、 最 所 畑 、 池 廻 、 清 水 前 、 茶 嶋 、 大 薗

前 、 朝 喰 、 石 坂 、 尾 筋 西 上 、 尾 筋 西 下 、 尾 筋 東 上 、 国 分 、 上 ノ
宮 束 、 上 ノ 宮 西 、 原 口 、 原

堂 ヶ 島 、 寺 崎 、 馬 場 崎 、 塚

酒 元 ノ 上 、 寺 原 脇 、 丸 山、

下
本
丸
丸
松

、 元 迫 、 北 ケ 迫、

、 足 野 町 、 方 生 会

田 下 屋 敷 、 松 田、
工 久 、 竹 ケ 山 、 向 薗
上 鎧 、 米 鶴 、 大 ケ 峰
師 ケ 迫 、 松 崎 、 居 屋
谷 、 折 登 、 樋 之 道 ノ
子
場



ｊ

（ 請 関 、 鶴 崎 、 和 田 、 河 久 保 、 茶 園 薗 、 五 節 句 、 馬 場 、 中 島、

田 久 保 、 瀬 下 、 葛 廻 、 九 反 竿 、 松 野 島 、 継 母 、 松 野 田 、 谷 辺、

小 苗 代 、 潮 、 山 ケ 迫 、 城 内 、 横 枕 、 梅 木 、 山 之 後 、 益 崎 下 、 ス’

上 、 嘉 萬 栄 、 荒 敬 田 、 横 尾 、 中 ‘ 薗 、 池 田 、 内 之 丸 、 園 田 、 筑 後、

池 下 、 三 反 田 、 池 上 、 山 下 、 岡 迫 、 一 ケ 山 、 寺 田 、 野 中 田 、 水

落 原 、 別 府 原 、 池 之 友 、 円 光 院 、 藤 蔵 原 、 土 橋 、 中 尾 、 原 口、

向 之 城 、 高 屋 、 久 保 、 奥 、 滝 之 下 、 東 ケ 迫 、 養 命 迫 、 坂 之 下、

茶 縁 ケ 迫 、 光 ケ 迫 、 知 ノ 元 、 小 待 、 戎 田 、 五 反 田 、 井 之 尻 、 屋

敷 下 、 中 鶴 、 鳥 子 、 萱 野 、 森 田 、 壱 反 九 歩 、 大 安 寺 畑 、 新 田、

中 村 、 東 明 田 、 幸 納 、 島 崎 、 宮 前 、 内 ケ 迫 、 深 坪 、 鼻 切 、 小 姓

田 、 小 丸 、 柿 ケ 迫 、 登 坂 、 西 ケ 迫 、 水 ロ ケ 迫 、 冬 切 、 塩 ケ 迫、

内 山 ケ 迫 、 谷 之 坂 、 辰 巳 ケ 平 、 滝 山 、 青 山 、 霧 島 、 車 ケ 瀬 、 寺
下 、 神 鶴 、 井 出 下 、 水 洗 、 鶴 田 、 深 長 、 屋 敷 向 、 六 反 田 、 月 輪、

宮 園 、 向 鶴 及 び 押 通 ） 、 大 字 三 納 の 一 部 （ 宮 田 、 松 本 、 羽 子 田、

松 本 原 、 甚 助 原 、 大 廻 、 芦 町 、 田 中 、 前 田 、 笠 原 、 西 久 保 、 笠

原 川 原 、 今 別 府 、 下 島 鶴 、 片 山 、 弓 立 田 、 臼 坪
尾 曲 、 諸 熊 、 永 野 大 原 、 永 野 原 、 岸 見 廻、

松 廻
廻
田
下
高
崎
平
菰
原
田
゜
前
高

一

-
一
一

郡

田

、 榎 木 迫 、 岩 穴 ケ 廻 、 柿 木 廻 、 大 山
上 島 鶴 、 草 坪 、 鴨 目 、 下 寺 廻 、 札 立

久 保 田 、 大 明 神 原 、 廻 村 、 松 下 、 外
小 坂 元 、 曲 渕 、 川 上 、 門 田 前 、 竹 ノ

納
岩
の

畑

堂 園、

田 、 池

園
内

鳶 野 、 境 田 、 前 廻 、 苅 払 、 黒 牟 田

戸 牟 田

中

新 田 、 湯 無 田、
永 野 、 二 反 田、

内 、 水 喰 、 住 吉

鶴
堤

笹 川 、 榎 町 、 侃 萱
偏 ： 米 、 大 鳥 、 和 泉 、 高 三 納 下 及 び 戎 田 ） 、 大 字

一 部 （ 宮 ノ 下 、 天 神 免 、 梁 之 瀬 、 天 神 免 、 立 山 、 別 府 代

谷 寺 、 京 田 、 宮 尾 、 宮 河 、 本 村 、 井 上 、 田 中 、 横 山、

ケ 廻 、 梅 木 廻 、 法 小 廻 、 松 ゲ 廻 、 妻 田 、 寺 廻 、 池 袋、

大 町 、 稲 泉 、 石 廻 、 林 原 、 楠 廻 、 柳 牟 田 、 法 蓮 寺 、 戸 屋
犬 牟 田 、 堤 下 、 金 田 、 兎 田 、 緩 田 、 南 川 、 鴨 山 、 鴨 目 ケ 廻

川 原 、 下 川 原、

神 田 、 野 原 田、
田 良 木 、 長 谷 畑

菅
丁
ケ

倉
長
字

寺 前 、 ‥ 上 鶴 、 野 下 、 湯 地 給 、 向 鶴 、 落 久 保 、 巨 田 江 、 上 代 ・、

爪 、 ． 三 角 田 、 王 田 、 荒 神 面 、 鐙 、 藤 栄 、 永 田 、 高 町 、 井 添、

牟 田 、 楠 牟 田 、 山 下 、 横 枕 、 百 田 、 水 溜 及 び 巨 田 江 ） 及 び 大
下 三 財 の 一 部 （ 向 江 、 天 神 川 原 、 見 守 川 、 ハ 双 田 、 ｀ 古 川 、 北 田

の 一 部 （ 長 ． 光川 南 、 ハ 双 田 川 北 、 別 府 代 及 び 向 鶴 ） 、 大 字 藤 田

山 宮 、 大 知 ケ 廻 、 土 橋 、 養 十 院 、 大 久 保 、 佐 土 ケ 廻 、 佐 土 ケ 浜、

梅 ケ 当 及 び 藤 蔵 原 ） 、 大 字 岩 爪 の 一 部 （ 大 丸 、 和 泉 ケ 廻 、 次 貫

田 、 内 之 畑 ・ 、 畑 、 五 百 田 、 通 迫 、 七 百 田 、 正 ブ 廻 、 元 村 、 堂 床、

境 田 、 丸 岡 、 春 田 、 四 反 田 、 吉 ノ 丸 、 山 下 、 赤 迫 、 伏 ケ 迫 、 園
田 、 長 山 、 草 場 、 七 夕 田 、 畑 間 、 払 谷 、 上 原 、 小 路 及 び 向 原 ）、

大 字 加 勢 の 一 部 （ 小 倉 、 畑 ケ 迫 、 坂 ノ 上 、 森 木 、 尾 能 、 八 双 田

三 納 、 尾 能 田 、 雨 乞 、 江 子 田 、 池 田 及 び 新 開 ） 、 大 字 荒 武 の

部 （ 彦 田 、 大 坪 、 城 平 、 都 於 郡 、 浜 迫 、 亀 割 、 仮 田 、 園 田、



４

５

６

７

六 升 田 、 戸 敷 、 西 川 、 古 栄 、 池 見 手 、 藤 崎 、 久 米 田 下 、 大 内 田

岡 下 、 広 地 、 前 田 、 井 尻 、 堤 下 、 外 園 、 中 別 府 、 尾 立 下 、 月 中

亀 塚 、 亀 塚 屋 敷 、 楠 牟 田 、 南 牟 田 、 永 迫 、 宮 迫 、 山 下 、 向 江
三 反 田 、 大 島 、 鶴 後 、 遊 行 瀬 、 田 ノ 前 、 川 原 田 、 猫 嶋 、 奈 良 瀬

杉 ノ 内 、 下 中 川 原 、 上 中 川 原 、 城 ケ 下 及 び 角 地 ）

児 湯 郡 高 鍋 町 全 域

児 湯 郡 新 富 町 全 域

児 湯 郡 木 城 町 の 一 部
大 字 高 城 の 一 部 （ 下 鶴 、 松 本 、 山 下 、 柳 ノ 本 、 河 原 田 、 乙 王 丸、

東 宮 田 、 園 田 、 町 、 城 下 、 迫 ノ 内 、 歩 行 坂 下 、 宇 津 木 ノ 内 、 桑
ノ 本 、 田 神 、 亀 田 、 主 ノ 丸 、 古 畑 、 寺 尾 、 菅 ノ 谷 、 平 原 、 上 小

坪 、 下 小 坪 、 井 出 ノ 内 、 東 雲 山 、 永 山 谷 、 岩 戸 、 荒 神 松 、 西 ケ
原 、 大 萩 原 、 堀 内 、 下 萩 原 、 大 原 、 鳥 居 久 保 、 岩 戸 口 、 外 堀、

永 山 、 諏 訪 野 、 洗 ノ 本 、 城 山 、 高 城 、 仁 君 谷 、 駄 留 、 赤 木 山、
山 塚 、 前 畑 、 下 鶴 河 原 、 薮 、 竹 ノ 本 、 横 町 、 向 河 原 、 中 河 原、

岸 立 、 黒 水 川 、 仁 君 谷 前 田 、 木 寺 、 廣 谷 、 薮 村 下 ぐ ・ 金 瀬 、 柳 水、
白 木 ハ 重 、 木 寄 、 ・ 鐙 、 後 鹿 倉 、 宮 迫 、 荒 谷 、 平 田 及 び 菅 谷 ）、

大 字 川 原 の 一 部 （ 永 住 、 川 原 、 上 野 田 、 甲 崎 谷 、 樫 、 内 屋 敷、
小 平 、 甲 ケ 嶺 、 百 合 野 、 丸 塚 、 川 間 、 本 村 、 甘 只 、 櫛 野 、 今 別

府 、 持 見 、 廣 谷 及 び 溜 水 ） 、 大 字 石 河 内 の 一 部 （ 下 谷 内 、 上 谷

内 、 柳 谷 、 楠 師 、 永 坂 、 浜 口 、 下 鶴 、 大 谷 、 野 ノ 崎 、 石 河 内、
神 前 、 地 蔵 ノ 上 、 大 原 、 尾 崎 、 大 久 保 、 小 屋 町 、 鍋 田 、 牧 原、

倉 谷 、 春 山 、 大 平 、 城 、 芋 万 八 重 及 び 大 戸 ） 及 び 大 字 椎 木 の 一
部 （ 四 日 市 、 油 田 、 立 山 、 小 河 原 、 一 向 瀬 、 田 畑 、 下 鶴 、 重 木、

久 保 畑 、 上 落 水 、 竹 下 、 杉 ノ 本 、 八 反 畑 、 地 頭 用 、 上 田 、 渡 上、

月 輪 、 鍋 田 、 寺 山 、 薬 師 面 、 椋 下 、 百 田 、 鴨 牟 田 、 日 渡 、 藤 堂
田 、 先 達 屋 敷 、 木 ノ 瀬 河 原 、 狐 薮 、 青 柳 、 山 宮 、 比 木 、 忍 原、

大 畑 、 古 川 、 松 原 、 中 島 、 岩 渕 、 百 合 名 、 江 河 口 、 荒 瀬 、 池 田

下 、 池 田 北 、 池 田 、 仁 田 畑 、 永 田 、 局 田 、 門 田 、 天 神 面 、 甲 斐

下 、 亀 ノ 木 、 宮 牧 、 揚 牟 田 、 唐 土 木 、 前 田 、 火 除 牟 ． 田 、 岩 穴 口、

権 現 平 、 牛 牟 田 、 石 田 、 唐 木 坪 、 柳 丸 、 大 多 賀 平 、 星 出 、 萱 窪、
舟 薦 、 浦 畑 、 新 田 、 石 原 新 田 、 出 店 、 田 畑 原 、 陣 ノ 内 、 小 並 原、

佛 山 ・ 、 牧 ノ ・ 内 、 片 並 木 、 影 平 、 下 中 原 、 新 古 場 、 上 中 原 、 桃 木

窪 ． 野 唐 ノ 鼻 、 似 り 出 ロ ミ 坪 池 、 赤 坂 、 狐 久 保 、 似 り 、 赤 谷 原、

南 中 原 、 北 中 原 及 び 大 戸 亀 ）

児 湯 郡 川 南 町 全 域
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儡
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・
〔
法
律
〕

ｍ
ａ
ｌ
ｍ
Ｈ
Ｂ
ｎ
　
措
鸞
法
（
四
四
）

〔
政
令
〕
・

０
．
口
蹄
疫
対
策
特
別
描
置
法
施
行
令

こ
゛
四
六
）

〔省゙
令〕．”○「‥」一蹄疫対策Ｓ措ｍｍｍｍ

Ｉ
Ｉ
林
水
産
四
一
）

ぺ
●●●

（ 号 外 ）
独が７政１た人国立印刷局・

-
-ｒ 〃六

○
｜｜
討牡
諮

【〉

Ｑ
口
蹄
疫
Ｓ
Ｉ
Ｓ
Ｉ
法
（
法
律
第
四
四
号
）
’
（
藤
林
水

牽
循
）

ｌ
ｔ
・
趣
旨

こ
の
法
律
ば
、
口
跡
疫
に
起
因
し
て
生
ｍ
ｇ
ｔ
ｌ
Ｉ
Ｒ

対
処
す
る
た
め
、
口
路
疫
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
・

の
措
置
ヽ
□
蹄
疫
Ｗ
対
処
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用
の
・

国
ｍ
Ｈ
　
　
貫
担
等
、
ル
一
審
著
等
の
箱
　
　
　
ｌ
ｍ
ｌ
ｌ
の
再
　
　
　

建
等
の
た
め
の
措
置
等
の
特
別
の
措
置
に
つ
い
て
足
め

る
こ
と
と
し
た
。
「
第
一
条
同
君

２
車
両
等
の
消
毒
の
義
務
‘

農
林
水
屋
大
ぼ
」
が
蜀
定
す
ｉ
堵
域
内
に
お
い
工
簾

林
丞
屋
省
令
で
定
め
る
消
毒
の
た
め
の
貌
馨
を
設
置
し

て
Ｒ
ｍ
場
堕
″
一
通
行
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
眩
署
の

ｍ
ｍ
Ｊ
Ｈ
　
ｌ
そ
の
他
の
ｌ
ｌ
ｍ
ｍ
ｍ
ｌ
　
１
ら
そ
の
身
体
を

雖
｀
琢
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
（
第
四
条
関

係）
３
患
１
１
１
ｍ
ｓ
似
愚
答
の
死
体
の
焼
却
又
は
埋
却
の
支

援
器
水
屋
大
臣
が
指
定
す
嘉
域
内
に
存
す
る
皐
畜

又
は
疑
似
場
面
の
死
体
の
所
有
者
は
、
当
骸
一
″
作
　
　
体
を
焼

却
し
、
又
１
埋
却
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
家

畜
防
疫
員
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
死
体
の
焼
却
又
は
埋
却

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
五
条
関

係）
４
患
吝
等
以
外
の
家
畜
の
一
収
処
分
等

Ｈ
都
道
麿
一
県
知
事
は
、
１
１
１
１
１
１
１
ｍ
る
と
き
１
都
軍
府

県
知
事
が
指
定
す
～
̶
昏
-
を

除
ぐ
。
）
を
所
有
す
る
者
に
、
ｌ
限
ａ
ｍ
ｊ
当
雛
累
・

一
畜
を
殺
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
し
た
。
（
第
六
条
第
一
〃
一
ｉ
関
係
）

０
４
　
ｍ
ｌ
の
必
要
が
あ
る
と
ｏ
ｌ
ｌ
　
ｌ
ｌ
ｉ
　
ｏ
ｌ

　
　
宿
雪
防
ｌ
具
に
１
　
Ｂ
　
Ｈ
Ｅ
せ
る
こ
と
が
で
き

’
る
こ
と
と
し
た
。
（
堕
八
条
第
一
一
一
一
｀
関
係
）

　
　
叫
都
温
ｌ
ｉ
ｌ
＆
、
Ｈ
又
は
一
Ｑ
｀
”
よ
れ
ｆ
　
　
　
ｍ

Ｉ
　
　
Ｎ
ｍ
ｌ
ｍ
Ｎ
Ｕ
Ｗ
ｔ
１
１
１
　
　
１
１
４
１
９
１
　
Ｈ
ｍ
ぺ
き

。
損
失
と
し
て
政
令
で
定
葡
る
損
失
を
補
て
ん
ｋ
又

’
は
補
Ｉ
し
な
け
れ
ば
老
ら
尨
Ｍ
こ
と
と
し
汽
（
篇
六

丿
条
Ｓ
ｇ
ｌ
　
　
ｌ
ｌ
Ｉ
　
Ｈ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｓ
Ｉ
　
　
　
　
　
１
■

○

５
-
Ｉ
の
髪
府
県
馨
易
す
Ｉ
限
等

‘
Ｈ
農
林
水
摩
一
公
臣
は
、
□
蹄
疫
の
ま
ん
延
に
よ
り
畜

産
に
璽
大
な
影
響
ｌ
ｍ
ｍ
ｎ
れ
が
あ
る
と
Ｕ

Ｉ
Ｆ
都
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
Ｕ
、
消
毒
。
焼
却
若
し
く
は
埋

一

ｒ

ｌ

｝
一
蓼
し
く
Ｉ
Ｉ
Ｍ
ｍ
ｌ
ｌ
ｍ
ｕ
ｌ
ｍ
ｌ
ｎ
旨

を
指
示
し
、
又
は
。
こ
れ
ら
の
措
置
を
自
ら
実
施
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
ど
し
た
。
（
｀
一
″
ハ
条
第
一
璽
匙
ひ

第二項　　関一係）

ｕ
ｌ
一
大
臣
が
、
一
勘
物
ｍ
ｌ
ｍ
ｗ
ｌ
ｌ
等
の

注
射
に
つ
い
て
都
道
府
県
」
聊
事
に
指
示
を
し
た
場
合

で
あ
っ
て
、
都
Ｓ
ｍ
ｍ
Ｓ
ｍ
ｊ
従
わ
ず
、

かつ当骸　　１１１１　１１１１１　ＲＵｍ措置では□締疫のま

ん
一
巡
鳶
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き

は
、
家
ｌ
ｍ
ｌ
ｍ
ｍ
ｍ
ｌ
を
行
わ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
八
条
第
一
一
一
耀
-
一
関
係
）

６
家
畜
防
疫
輿
の
確
保

ｌ
這
Ｂ
ｍ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
□
蹄
疫
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る

た
め
の
施
恵
ｙ
｀
｛
一
誓
一
す
る
た
め
１
１
ｍ
Ｈ
ｍ
ｌ
　
Ｉ
艮

を
確
保
す
る
ｍ
１
１
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
一
（
）
条
関
係
）
ミ

７
‘
催
物
の
開
催
の
停
止
の
一
冊
降
等

都
道
府
皿
″
』
一
″
事
は
、
１
要
ｌ
ｍ
る
と
き
は
、
当
骸
催

物
の
願
債
の
停
止
又
１
１
１
１
１
１
Ｓ
　
Ｅ
ｍ
こ
七
が
で
き

・

一

一

̶

る
こ
と
と
し
た
。
（
蕗
一
‘
一
’
-
馨
保
）

８
患
畜
の
判
Ｂ
ｍ
ｍ
ｍ
の
た
め
の
措
置

国
Ｉ
　
患
畜
の
判
ｌ
ｍ
ｌ
ｍ
　
ｍ
資
す
る
よ
戈
必

要
な
措
置
を
爾
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
゛
・
（
第
一

三
条
関
係
）

９
’
‥
籐
提
の
ま
ん
｝
’
″
‘
″
Ｊ
防
止
す
る
た
Ｈ
ｌ
ｌ
　
ｍ
つ
い

て
１
１
１
１
１
１
　
Ｌ
　
。

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
口
蹄
疫
の
ま
ん
延
を
防

止
す
る
た
め
Ｍ
Ｓ
　
Ｈ
ｌ
ｍ
ｔ
ｗ
る
Ｈ
５
ｌ
ｊ
ｅ
ｍ

ｍ
ｌ
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
四
条
関

・
係
）

１
０
【
犀
疫
の
ま
ん
延
の
防
止
に
開
す
る
調
査
研
１
Ｉ
Ｓ

Ｉ
Ｂ
ｍ
ｌ
ｌ
ｔ
ｌ
　
　
　
ｏ
口
蹄
Ｅ
ｊ
ｌ
Ｕ
Ｉ
Ｓ
１
１

の
ま
ん
延
の
原
因
の
究
明
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ

。
う
努
め
な
け
れ
ば
゛
ら
な
い
こ
と
と
し
た
・
翁
一
五
条

鹿

係

）

／

Ｍ
国
に
よ
る
｀
ｘ
用
負
担

國
は
、
口
‘
即
疫
に
関
し
、
焼
‘
即
、
ｍ
Ｌ
　
１
１
１
１
Ｂ

１
要
な
費
用
に
つ
い
て
、
当
事
者
や
都
道
府
県
が
実
質

的
に
負
担
す
る
都
分
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ

■
、
必
置
な
措
置
を
購
ず
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
八
粂

及
ぴ
第
一
。
九
条
関
係
）

１２家畜謳’の移勁ｍｍ１１Ｗ１１　　ｉｏｌｌｉｌｉｉｌｌ１４１　生じた損失の
’

補
て
ん

国
は
、
□
蹄
疫
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
に
行
わ

れ
｀
‘
家
畜
等
の
移
助
等
の
禁
止
、
停
止
若
し
く
は
制
限

又
Ｉ
ｌ
ｍ
ｌ
ｌ
の
自
主
的
な
開
催
の
停
止
等
で
あ
っ
て

農
一
一
作
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
に
よ

ｈ
ｙ
、
家
畜
の
一
｀
ｉ
｛
暇
看
Ｊ
ｉ
７
家
畜
に
係
る
売
上
げ
の
滅
少

。
等
の
損
失
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
骸
家
畜
の
一
県
有
者
の

当
骸
損
失
を
補
て
ん
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要

な
措
置
を
庸
ず
る
こ
と
と
し
た
。
（
啓
一
〇
条
関
係
）

１
３
牛
、

の

た
め
の
措
置

国
は
、
□
諦
疫
の
ま
ん
延
に
４
ひ
経
営
及
ぴ
生
活
Ｕ

ａ
　
Ｈ
Ｉ
っ
て
い
る
Ｂ
Ｕ
Ｉ
Ｈ
Ｉ
Ｉ
再
建
等
Ｈ

１
１
１
１
１
ｍ
Ｈ
ｍ
ｍ
ｌ
ｍ
Ｌ
ｌ
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｍ
ｌ
る
施

。
股
又
は
設
備
の
葺
憚
等
に
要
す
る
費
用
の
助
成
そ
の
他

の
ヽ
必
要
な
措
置
を
爾
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
｛
た
。

（
第
二
二
条
間
１

１
４
地
一
蓄
雷
名
た
め
の
支
援

１
１
１
１
　
１
１
１
１
１
　
Ｉ
Ｉ
　
　
Ｓ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
　
　
ｌ
ｌ
ｍ
ｍ

そ
ｌ
ｍ
ｍ
ｌ
図
る
た
め
、
地
　
　
　
Ｈ
ｕ
ｎ
応
じ
た
き

め
細
か
な
措
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
ｍ
ｌ
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
ｉ
、
’
゛
こ
れ
ｎ
ｇ
ｍ
ｌ
ｍ
ｌ
ｍ
費
用
に
充
て
る
た
め

の
基
金
の
設
置
そ
の
他
の
ｌ
ｍ
ｍ
ｌ
ｌ
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
こ
と
と
し
た
。
｛
第
二
Ｉ
｝
一
条
関
係
）

”
’
税
制
上
の
措
１
　
１
　
　

國
及
　
　
１
１
ｍ
ｌ
　
　
ｍ
　
　
　
Ｈ
Ｉ
口
蹄
疫
の
ま
ん
延
が
家

̶

・

・

一

Ｉ

●

一
畜
の
所
有
者
竃
与
え
る
影
響
に
配
慮
し
’
・
必
要
｀
一
’
｀
’
一
制

゜
上
の
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二

。
七
条
関
係
）

’
べ
ー
．
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１１　ｏｉ　ｌｉ　ｉｌｉｌｌｌｌｌｌ　１１１１１　１１１１１　ｏｌｌ、そ

ご
哩
効
力
を
失
う
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
附
則
笹
一

条
Ｉ
係
１
　
１
１
．

β

・

ぐ

ｌ
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ｌ

ｎ

Ｗ

ｍ

一

１
・
補
て
ん
又
は
補
償
の
駄
駄
と
な
る
損
失
等

Ｈ｛‥`珍一対・・`　　Ｉ　　ｍ　　　ＩＩ法ｍｍ　１１１０１１５　　０５９０１１　１５１１１９１　　　０１１　　　０１０１　　　０１１１１

一

-

一

一

．
第
六
条
第
九
項
及
ぴ
第
｝
○
項
の
政
令
で
定
め
る
損

・
失
ｌ
ｇ
、
阿
粂
第
一
項
又
は
第
二
項
の
‘
凧
定
に
よ
び
殺

さ
れ
ｎ
ｌ
　
　
Ｉ
Ｈ
Ｉ
価
額
と
す
る
こ
と
と
し
た
．
（
第
一

条第ｉ　１１０１１１ｍｎ　　Ｔ　ｏ

Ｈ
都
ｌ

．
よ
る
補
て
ん
金
を
｛
’
｛
　
　
　
Ｉ
Ｒ
Ｉ
Ｂ
ｍ
ｌ
、
阿
粂
第
一

項
の
勧
告
の
日
ｍ
ｍ
　
骸
‘
｀
‘
管
｝
が
殺
さ
れ
た
日
ま
で

・
に
要
し
た
飼
　
　
料
費
そ
の
他
ｍ
ｌ
ｌ
ｌ
　
　
亘
Ｉ
令
で
定
め

ｉ
ｍ
ｌ
用
の
額
１
１
Ｈ
ｍ
Ｅ
る
金
蓼
″
ｉ
骸
補
て
ん
金
と

．
併
Ｉ
Ｈ
１
１
１
１
の
と
ｔ
る
ご
と
と
し
た
．
（
第
一

．
．
条
・
一
ｔ
一
．
一
｀
討
き
．

２
交
付
の
方
法
゛

・
補
て
ん
金
又
は
｀
Ｉ
ｌ
の
ｌ
ｌ
ま
ｌ
一
法
に
つ
Ｗ

ｉ
１
１
　
　
０
０
９
　
ａ
ｌ
ｌ
ｊ
　
ｌ
ｌ
ニ
項
Ｍ
Ｉ
　
　
Ｗ
ｍ
Ｗ
Ｉ

畜
が
殺
さ
れ
た
こ
と
を
都
遭
麿
跨
粗
暴
’
｀
ｌ
　
　
　
確
認
す
る
こ

ぃ
ど
に
よ
ｌ
慧
讐
器
蛋
ｌ
殤
事
路
Ｒ
定
し
心
｀
額
を
交
付

・

Ｉ

Ｉ

・

・
す
歪
症
芒
す
る
こ
七
と
し
た
．
（
第
こ
条
関
係
）

ａ

．

Ｓ

Ｕ

Ｉ

Ｕ

Ｉ

Ｉ

Ｕ

Ｓ

Ｉ
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ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｉ
　
Ｉ
　
　
　
　
１
１
１
１
１
ｘ
ｌ
付
す
る
こ
と
が
置

　
　
ｌ
ｏ
ｌ
　
０
０
１
１
と
Ｉ
は
、
Ｈ
１
１
１
付
す
る
こ
と

万
を
要
し
な
い
も
の
と
ｔ
る
こ
と
炉
で
き
る
こ
と
と
し

ｌ　　Ｗ１１１　ＳＩ　　１１
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宍
・
・
れ
１
１
１
１
　
　
Ｈ
ｌ
ｍ
ｌ
ｌ
部
ｍ
Ｕ
る

・

Ｊ

・

丿

一

一

・
’
・
・
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
．
（
第
三
条
第
二
項
関

し

．

ぢ

・

ノ

ノ

ゾ

犬

・
・
｀
゛
・
’
‘
Ｊ
：
７
　
　
ｉ
ｉ
ｏ

Ｖ
　
　
　
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
.
・
・
▽
・

ｊｊ１１　ｌ　ｏ　　９ｊ　　ｉｌｉｉｌｌｌｌｌＵ　ｉｏｌｉｏｌhttp://www.１１１１１１１１日ｌｍＩＨｍＥとと

で
一
ぴ
゛
・
ｙ
。
＼
ペ
ブ
ぐ
．
・
．
．
・
ド
・

●

Ｉ

Ｉ

４

Ｘ
Ｉ
ノ

臼
ぃ
法
の
ｓ
ｌ
ｌ
Ｅ
　
ｍ
又
は
都
ｌ
ｌ
県
句
妥
間
Ｉ
Ｉ

Ｗ
、
Ｉ
る
家
畜
̶
昏
Ｉ
ぞ
ｔ
・
）

を自急で
た者ｎＲＩ　ｔＨ１１　　ｔｌｌてんする損失はヽ
・

社
｀
附
則
Ｈ
条
窮
一
項
の
一
曼
眼
に
従
づ
で
殺
さ
れ
た

家
畜
の
評
価
額
と
す
る
ｙ
」
と
と
し
Ｈ
Ｉ
則
第
二
条

閲

係

）

．

ド

・

ミ

図一　　０１１７　　　　５ｊｌｌｌｉｉｏｌｉ　　Ｓｉｌ　５１１１３１１　ｏｌ　　ＳＩＢｌｌｏＭ　１１１１１１１０するごととし
．

た

０

第

五

条

関

係

）
．
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１
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-
-
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蔓
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ｌ
ｌ
ｌ
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八
Ｉ
ノ

岫

丿

法

律

・

ヽ

川

ン

レ

・

．

．

・

゛

・

゛

・
’

口
１
１
１
１
ａ
Ｓ
　
　
　
　
Ｓ
Ｉ
法
を
こ
こ
」
Ｋ
公
布
す
る
．
し

御

名

．

御

璽
．

平
成
二
十
一
‘
年
六
月
四
日
’
・

内
閣
総
理
大
臣
鳩
山
ｙ
｛
一
【
紀
夫
・

ｌ
ｍ
ｍ
　
十
四
号

一

●

φ

・

一

Ｈ
Ｕ
Ｂ
策
ｌ
ｍ
ｌ
Ｈ

目
次１

１
ｖ
Ｌ
Ｕ
Ｏ
ｌ
ｌ
　
ｌ
ｉ
条
上
第
三
条
）
ｊ

Ｉ
一
章
ロ
蹄
疫
の
１
１
１
１
１
Ｍ
Ｈ
す
る
た
め
の
措
置

’
゛
．
（
ｌ
ｍ
粂
̶
第
ｎ
条
）
．

Ｏ
Ｉ
三
章
・
口
蹄
｀
Ｅ
対
処
す
る
だ
め
に
要
す
る
費
用
の

’
国
に
よ
る
負
担
辱
（
第
十
八
粂
ｊ
・
第
二
十
一

条

）

・

い

が

Ｉ

Ｉ

・

ｉ

．
第
四
１
１
　
　
Ｔ
　
ｌ
ｌ
　
　
ｌ
　
ｌ
者
Ｈ
経
　
　
　
ｍ
ｍ
ｌ
の
再
廻
等
の
た

・
゛
め
１
温
ｉ
こ
十
二
条
・
第
二
士
一
．
条
）

第
五
章
雄
貧
露
二
ｔ
ｍ
Ｉ
Ｏ
Ｉ
　
第
・
千
九
条
）

一

Ｉ

・

̶

一

附

則
’

ン

・

゛

篇

一

章

‘

総

則

パ

・

：

１１１１１　１１　　ｊｉｌｌ　／

館
一
条
乙
の
法
律
は
、
そ
唇
千
二
年
四
月
以
降
に
お

ニ
い
て
励
笙
’
ｒ
確
Ｅ
ｍ
ｍ
Ｂ
ｗ
ｍ
ｊ
て
生
じ
た

-

１

Ｓ

１
１
１
１
　
Ｉ
ｌ
ｌ
る
た
め
、
・
口
蹄
涜
の
ま
ん
延
を
防
止
す

・
碁
た
め
の
措
置
’
．
・
口
跡
疫
に
対
処
す
る
た
め
Ｉ
ｌ
ｍ

Ｏ
Ｓ
Ｉ
の
１
１
１
１
１
１
０
１
ｔ
　
　
一
一
発
柵
等
の
奴
｀
言
及
ひ
生

Ｉ

Ｉ

す

：
活
の
一
畳
擾
脊
の
た
め
の
管
“
‘
冨
特
別
の
措
置
に
つ
ｍ

Ｈ
１
１
　
　
ｌ
ｉ
　
ｌ
　
ｌ
の
と
す
Ｉ
ハ

。
。
（
ｏ
Ｕ
Ｉ
Ｉ
　
　
１
　
　

●

●

ｌ

ａ

｀

ｔ

二

条

。

ど

・

一

｀
一
’
“
一
お
い
｀
ｖ
・
『
恵
き
と
ぼ
、
Ｈ
Ｕ

-
・
‘

１
１
て
Ｉ
Ｉ
　
　
１
　
　
　
思
畜
』
と
ｌ
　
１
１
患
畜
で

巷

一

ｌ

ａ

Ｉ

・

１

１

あ
Ｉ
疑
い
が
あ
ｔ
最
畜
及
ｍ
ｓ
ｍ
ｍ
ｌ
ｌ
　
　
Ｕ
Ｓ

Ｊ

ｌ

ｓ

ｎ

ｓ

含

曳

）

に

触

れ

た

た

め

、

又

は

触

ｌ

ｍ

あ

る

た

め

、

患

Ｅ

ｍ

る

お

そ

れ

が

４

Ｉ

●

“

一

・

１１　　１　６１１１１　　ｉｌｌｌる`
一`
昏をい．う．．、・．．．・‥ａ・ｒ・．．．．．て、・．イ．』．に

０
１
ｍ
地
ｍ
ｍ
ｍ
ｌ
の
責
務
）
…
…
…
…
…
‘
・

ｗ
″
一
一
．
一
条
≒
偏
及
が
地
方
会
話
体
は
、
一
一
一
一
‘
晋
一
の
発
生
嗜

確
認
さ
れ
た
場
合
又
吠
そ
の
疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

Ｉ
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
　
０
１
１
１
０
　
　
ｎ
ｍ
、
口
蹄
疫
の
ま
ん
延
ｍ
ｍ
ｌ

す
＆
等
ｍ
１
１
Ｈ
一
’
一
Ｉ
措
置
を
諧
ず
る
惜
器
ぞ
有
Ｅ

ｔ

　

ぐ

ソ

．

ぃ

’

ニ

第
二
章
．
．
□
踪
疫
の
ま
ん
｝
ｔ
一
を
防
止
す
る
た
め
応

措
置

ｌ
　
　
　
Ｕ
ｎ
瓢
毒
の
義
辱

゛％●●

第
四
条
Ｉ
ｌ
ｍ
ｍ
ｌ
が
’
】
蹄
疫
の
ま
ん
延
を
防
止
す

る
た
め
１
１
１
１
　
　
　
Ｅ
１
１
ｍ
ｍ
ｍ
Ｅ
Ｉ
要
ｌ
ｌ
る

地
域
と
し
Ｈ
指
１
１
１
１
１
１
Ｕ
Ｉ
い
Ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｍ

知
事
が
僑
林
水
産
心
’
令
で
定
め
る
ｍ
Ｈ
ｍ
Ｍ
の
殷
備

を
殷
置
し
て
い
基
Ｉ
所
を
‘
輝
行
し
ｔ
う
と
す
る
者
Ｗ

ｌ
　
　
１
１
Ｍ
　
　
ｓ
Ｒ
ｍ
る
基
議
必
基
づ
い
て
、
当
骸
Ｉ

１
１
９
１
　
Ｈ
Ｌ
Ｗ
Ｉ
Ｈ
　
使
Ｂ
Ｈ
ｍ
ｌ
そ
の
他
ｍ

Ｉ
ｌ
ｌ
置
省
令
で
足
め
泰
麹
’
品
を
消
毒
し
な
け
れ
ぼ
な

ら

な

い
。
．

Ｍ
都
１
１
１
１
０
１
ｍ
ｌ
、
□
蹄
疫
の
ま
ん
延
差
’
防
止
す
Ｉ

１
め
特
に
＆
置
が
あ
る
と
Ｍ
ｊ
　
Ｓ
Ｉ
　
ｌ
ｌ
Ｒ
ｍ
ｌ

備
を
設
置
し
て
い
る
場
晒
を
通
行
し
よ
’
フ
と
す
石
者
の

Ｌ
誓
乎
る
同
項
に
飛
定
ｔ
ｌ
物
Ｂ
つ
い
ｔ
　
ｌ
ｉ
ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｉ
ｌ
Ｓ

ｌ
よ
る
消
毒
』
ｌ
作
’
ｆ
’
‘
’
‘
一
て
、
・
当
該
都
球
暦
県
の
職
員
１
ご

ｌ
ｌ
簒
ｌ
ｍ
せ
る
こ
と
が
で
き
４
り
。
∴

３
’
第
｝
項
の
地
　
　
Ｂ
ｍ
Ｂ
Ｈ
ｊ
都
道
府
県
知
　
　
１
１
農

ｌ
ｉ
ｌ
ｍ
Ｉ
Ｈ
１
１
め
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｈ
ｎ
Ｂ
ｍ
ｍ
設
置
Ｕ

て
い
る
｀
ｗ
一
眼
濫
酉
行
’
し
よ
う
と
す
る
者
Ｉ
　
農
　
　
ｌ
ｍ
ｌ

省
令
で
足
め
５
ｌ
ｍ
Ｈ
ｍ
Ｅ
ｊ
、
湛
鮪
一
゛
俯
を
利
凋
・

し
て
一
、
自
ら
そ
の
身
体
を
雅
毒
し
な
砂
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

１
都
１
１
１
１
Ｓ
Ｉ
　
第
一
項
又
１
首
Ｈ
規
Ｕ
Ｈ

・

●

Ｉ

-

丿

・
殴
俑
を
設
置
し
て
い
る
塑
院
ご
と
に
、
公
衆
の
見
や
す

い
Ｓ
Ｒ
Ｔ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
　
１
　
　
　
　
　
ｍ
Ｂ
Ｅ
定
＆
る
表
示
を
し
な
砂

れ

ば

な

ら

な

い

。

ヽ
。

５６

第
ｌ
ｍ
ｌ
Ｉ
Ｉ
　
都
１
１
１
５
１
１
　
ｍ
ｌ
ｍ
申
ｔ
ｍ
ｍ
２

ｌ
、
Ｅ
ｌ
ｍ
ｌ
と
す
る
丿
」
…
…

臨
｀
‘
｀
丞
産
大
臣
は
、
前
凋
の
規
淀
に
か
か
わ
ら
ず
い

口
蹄
疫
蜀
ま
ん
延
Ｕ
ｍ
１
１
１
１
　
　
ｌ
ｉ
ｉ
　
ｌ
　
１
　
ｌ
雁
府
瀕
の
区
域
に
ゐ

た
る
場
合
そ
の
他
ｌ
ｌ
　
　
が
あ
＆
ど
犀
め
る
辱
合
に
は
、

１
１
１
１
Ｈ
ｍ
Ｓ
　
　
　
　
ｍ
ｌ
Ｗ
ｌ
ｍ
ｉ
聡
い
で
、
ご
第
一
農
の
Ｉ

定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
Ｊ
二
．
・
．
り
．
・
・
・
一
．
ヽ

Ｅ
Ｏ
Ｉ
　
　
Ｉ
Ｒ
ｍ
ｕ
臣
は
、
第
一
攻
の
指
定
Ｅ
ｍ
ｍ
ｗ

そ
ｍ
ｕ
ａ
ｌ
　
　
　
ｍ
Ｂ
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
。
・
ｊ
。

８
前
項
の
規
定
は
、
第
一
項
蜀
ｉ
″
’
。
｀
の
解
除
を
し
ｍ
ｉ

丿
・
き
』
Ｅ
・
１
１
紘
一
」
」
’
｀
’
す
ｔ
Ｉ
し
ぃ
・
‘
奪
ヴ
ｙ
・
・
‘
い
・
・
・
一

，・１

１１｀

ｔ 。

一 一 -

● ● ●

４Ｚ
Ｗ



言
い

（号外特第１６号）報官
∇
（
思
畜
又
は
疑
似
思
畜
の
死
体
の
焼
却
又
は
埋
却
の
支

・｛援｝ド

ｌ
ｍ
ｌ
　
１
１
　
Ｉ
林
Ｕ
ｍ
ｍ
口
締
疫
の
ま
ん
ｌ
ｍ
Ｗ
ｌ
ｍ
９
１

る
た
め
』
ｉ
一
｝
・
思
畜
又
低
疑
似
思
畜
ｍ
体
の
焼
却
又
は
埋

・
却
Ｒ
ｉ
ｌ
ｓ
ｍ
ｍ
ｌ
ｍ
ｍ
る
地
域
と
し
て
推
定
す
る

地
域
内
に
存
す
る
患
書
又
は
疑
似
思
畜
の
死
体
の
所
有

者
は
、
家
畜
葉
病
ｉ
-
一
一
十
Ｉ
ハ
ｌ
　
　
ｍ
ｎ
　

百
六
十
六
号
。
以
下
『
法
　
　
　
一
』
七
い
う
。
）
第
二
十
一
条
第

一
｀
ｌ
但
双
翼
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
骸
死
体
を
焼
却
Ｑ
．

・
又
゛
坦
却
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
家
畜
防
疫

・
員
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
死
体
の
焼
却
又
は
埋
却
を
求
め
・

。
る
こ
と
が
で
き
る
。

ｌ
家
畜
防
〃
″
貫
吸
、
。
前
項
の
″
矯
定
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
っ

。
た
と
き
は
、
当
骸
求
め
の
あ
っ
ｍ
体
を
焼
却
し
、
又

ｌ
ｍ
Ｂ
る
も
の
と
す
る
。
・
’

３
國
は
、
前
項
ｍ
Ｈ
ｍ
Ｉ
Ｍ
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
Ｅ
Ｈ
ｗ
　
ｍ
　
艮
が
Ｒ
Ｊ
畜
又
は
皿
一
’
似
思
Ｅ
ｌ
ｍ

‘
の
焼
却
又
１
埋
Ｅ
ｍ
ｉ
ｉ
Ｂ
Ｈ
３
１
Ｍ
　
資
す
る
た
め
、
埋

｀
・
却
の
用
に
供
す
る
土
岩
の
確
保
、
埋
却
の
た
め
ｉ
ｌ
Ｓ

Ｕ
Ｉ
菓
に
従
事
す
る
者
の
派
遣
そ
の
他
の
必
一
一
巽
な
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

。
４
．
第
｝
項
ｍ
ｌ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｌ
の
区
域
に
含
む
地

平 成 ２ ２ 年 ６ 月 ４ 日 金 曜 日● ● ● ㎜

方
公
共
団
俸
吸
第
二
項
又
゛
法
第
二
十
一
条
第
四
項
一

の
規
定
に
よ
Ｅ
ｌ
ｍ
Ｂ
ｍ
貝
Ｂ
　
　
１
患
畜
又
は
疑
似
思

畜
の
死
体
の
燐
却
又
辻
埴
１
　
ｌ
ｍ
Ｓ
　
　
Ｈ
量
Ｉ
Ｕ
す
る

た
め
、
／
埋
却
の
用
に
供
す
る
土
地
の
確
珊
埋
Ｈ
た

．
め
ｉ
ｉ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｎ
ｍ
ｌ
ｍ
ｍ
Ｈ
１
１
１
１
１
保
そ
の
他
の
１

ｌ
ｌ
ｉ
ｍ
ｌ
ｍ
ｌ
Ｅ
Ｉ
よ
ｉ
努
め
る
も
の
と
す
る
．

５
第
一
項
の
指
定
に
つ
い
て
一
’
｀
、
前
粂
第
｀
羞
一
か
ら
第

。
ｔ
八
心
一
一
一
‘
ｉ
ｔ
の
規
定
を
｀
一
ｉ
す
る
．

｛
息
富
｀
等
以
外
の
家
畜
の
殺
処
　
　
１
１
Ｓ
　
Ｉ
　

ｌ
ｍ
条
一
．
．
都
Ｉ
ｌ
ｌ
知
事
は
、
法
第
｝
一
．
一
章
延
定
す
蚤
措

Ｈ
Ｈ
５
１
口
蹄
疫
の
ま
ん
延
．
の
防
止
が
匯
難
で
あ

り
、
’
か
つ
、
急
速
か
つ
広
範
囲
に
わ
た
Ｓ
□
蹄
疫
の
ま

ん
延
を
防
止
す
る
た
め
や
む
‘
″
’
得
な
い
必
要
が
あ
る
と

．
き
は
、
農
一
作
｀
水
産
大
臣
が
Ｍ
Ｉ
ｌ
ｌ
ま
ん
廷
を
防
止
す

・
る
た
め
｀
ｔ
一
‘
｀
冨
等
以
外
の
家
畜
の
ａ
｀
処
分
を
〃
｀
ｌ
ｉ
必
要

が
あ
る
地
域
と
し
て
指
足
貳
る
地
域
内
に
お
い
て
都
ｍ

Ｂ
ｍ
　
　
ｌ
ｌ
ｌ
Ｈ
ｍ
Ｈ
ｍ
　
　
　
１
１
１
　
Ｉ
Ｓ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

・
除
刄
）
Ｉ
ｌ
ｍ
９
１
る
者
Ｒ
　
期
Ｉ
Ｂ
め
て
ー
一
’
骸
家
畜

Ｉ
Ｉ
　
　
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
＆
。

Ｌ
Ｉ
Ｒ
Ｉ
　
　
　
ｌ
ｍ
ｌ
け
た
者
が
当
骸
Ｉ
Ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
　
９

と
ｗ
ｍ
ｍ
Ｈ
ｍ
署
Ｅ
く
は
そ
の
所
在
が
知
れ

ｌ
　
ｊ
　
ｉ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｏ
ｌ
ｌ
阿
Ｉ
Ｉ
Ｂ
ｌ
ｍ
ｌ
ｍ
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

を

一

・

一

Ｉ

に
お
い
て
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
ｌ
都
１
１
１
１
１

Ｓ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
Ｉ
当
骸
家
畜
を
殺
ざ
せ
る
こ
と
が

で

き

る
。
。
’

３
。
都
Ｈ
県
知
事
Ｉ
Ｏ
Ｉ
一
項
の
勧
告
を
し
、
又
は
前

項
ｉ
ｌ
ｌ
　
１
１
　
　
Ｉ
Ｅ
答
措
置
を
宛
箆
す
る
場
１
１
１
１
１
Ｒ

Ｉ
　
　
ｌ
ｍ
Ｈ
　
で
定
め
ｍ
４
こ
ろ
に
よ
Ｂ
Ｏ
　
ｌ
一
＝
「
骸
祭
晋

を
し
、
又
は
当
昧
措
置
を
一
一
笑
施
ず
る
・
一
一
函
そ
の
他
の
晨

林
水
産
省
令
で
定
＆
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
ｎ

ｌ
ｍ
ｍ
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
骸
事
項
を
書
面
に
よ

り
通
知
し
な
゜
い
で
当
骸
勧
告
を
し
、
ｍ
ｍ
骸
措
置
を

実
施
す
べ
き
差
し
迫
っ
た
必
要
が
あ
Ｉ
Ｉ
　
Ｂ
ｔ
こ
の

限
り
で
な
い
。

４都１１０１１１１１１１１　　　１１１１１

て
は
、
当
骸
勧
告
又
は
措
ｌ
ｍ
Ｂ
Ｈ
期
間
内
忙
、

１
１
１
１
１
ｍ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
で
定
め
’
Ｑ
と
乙
ろ
に
よ
Ｅ
同
ｌ
の
理

由
ぞ
の
他
の
農
一
’
｀
水
蔵
省
令
で
足
め
る
｝
量
一
一
｀
を
硯
載
し

た
昏
＝
叫
心
ｙ
召
何
し
な
″
｀
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
、

Ｉ
Ｌ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
１
５
０
ロ
蹄
疫
の
良
ん
一
一
｀
ｔ
昨
止
す
る
た

め
１
頁
ｌ
ｍ
る
と
き
は
、
第
一
ｌ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
Ｓ
Ｉ

に
一
係
’
‘
ｙ
　
　
Ｉ
Ｉ
Ｍ
つ
心
”
、
・
殺
す
騒
所
又
は
殺
す
方
　
　
ｍ
ｌ
楷

示
す
＆
こ
と
が
で
き
る
。

６
第
一
項
の
勧
　
　
　
告
に
従
っ
て
そ
の
所
有
す
る
家
畜
を
自

ら
殺
し
た
者
又
は
第
二
項
の
規
Ｂ
ｍ
Ｅ
殺
恣
れ
た
家

畜
の
死
体
町
所
有
者
は
、
-
家
畜
畷
響
畳
饉
林
水
屋
省

令
で
定
め
ｉ
ｍ
ｌ
ｍ
基
づ
い
て
す
る
指
示
に
従
い
、
遅

滞
な
く
、
当
骸
死
体
を
焼
却
し
、
又
Ｕ
　
　
　
’
一
″
し
な
け
れ

ば

な

ら

な

い

。

ド
。
。

７
家
畜
防
疫
員
は
、
□
諦
疫
の
ま
ん
ｍ
ｍ
ｌ
す
ｎ

ｌ
ｍ
ｌ
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

指
示
ｎ
　
　
Ｉ
Ｂ
５
１
白
ｎ
ｍ
ｍ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
又
ｌ
ｌ
Ｓ
Ｅ

る
こ
と
が
で
き
る
。

只
ｙ
餓
ｆ
六
項
に
規
定
す
る
焼
却
又
Ｉ
Ｂ
Ｉ
つ
い
て
は
前

条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
を
、
前
項
゛
規
定

す
る
焼
却
又
ｌ
ｎ
ｌ
つ
い
て
ｌ
ｌ
条
ｌ
ｍ
ｍ
ｍ
ｌ

四
項
の
｀
一
｀
定
ａ
ｍ
Ｊ

９
都
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
　
１
１
　
　
１
１
１
１
一
項
の
勧
告
に
従
っ
て
そ
の

所
有
す
石
家
畜
を
自
ら
殺
し
た
た
め
損
失
を
受
け
た
当

骸
家
畜
Ｍ
ｌ
ｍ
Ｒ
し
、
・
そ
の
生
産
に
要
す
る
費
用

そ
の
他
忿
籾
霧
生
ず
ぺ
Ｒ
ｍ
Ｗ
ｊ
　
ぞ
　
ｍ
ｍ
定
め
る

１
１
１
１
ｍ
補
て
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
０
．
都
｝
ｌ
篇
県
』
別
事
は
、
第
二
Ｈ
堪
ａ
Ｈ
Ｒ
そ
の
所

有
す
る
家
畜
を
殺
さ
ｍ
９
　
ｔ
５
１
１
損
失
Ｍ
ｍ
ｌ
当
骸
Ｉ

笏
ｉ
″
作
盲
暦
‘
一
好
し
、
そ
の
隻
密
に
狐
す
愚
費
用
そ
の

他
の
鴇
’
爾
生
ず
べ
き
樅
失
と
し
て
歌
９
｀
走
め
＆
損
失

か
一
補
償
し
ｕ
１
１
１
ｍ
ｎ
ｎ
Ｅ
　

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
補
て
ん
金
又
は
補
償
金
に
つ

い
て
Ｉ
Ｉ
　
　
Ｈ
Ｈ
Ｂ
ｍ
　
　
　
Ｉ
Ｍ
そ
の
交
付
を
受
け

る
こ
と
が
で
零
る
Ｓ
っ
４
０
１
１
１
Ｓ
着
か
ら
の
麟
求

を
特
た
ず
Ｈ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
す
る
方
法
そ
の
他
の
吻
・
」
｛
一
’
で
足
め

Ｍ
ｌ
ｍ
ｍ
ｌ
ｌ
す
る
も
の
と
す
る
。

１２都ＵＨＨ９０１１　１１１　ｌｌｌ　１１１１１１１１１１０１１１１１１規定に‘ぃ‘一打ぶ堅晋め

ｌ　　　１１１１１１１Ｌｍｍｌｌ　　１１１ＵＩ　　ｌｉ者に対１１０　ｊｉｌｌｉ　０１１１１１１１１
　

Ｕ
却
１
要
し
た
費
用
か
’
交
付
す
る
。

１
３
Ｅ
ｍ
ｌ
ｍ
前
ｌ
ｎ
ｍ
ｉ
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第

九
項
、
・
第
十
項
又
は
前
項
に
定
め
る
措
置
に
関
し
必
要

な
事
項
唆
政
令
で
定
め
る
。

１
４
第
’
一
項
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
″
’
一
四
粂
第
五
項
か
ら

第
八
項
ま
で
の
一
一
一
一
歪
疋
を
串
用
す
る
。

（
化
製
一
｀
一
尋
に
関
す
る
法
　
　
ｌ
ｍ
ｌ
Ｂ

篇
１
１
　
ｍ
ｍ
ｌ
ｌ
二
項
（
前
粂
餓
一
八
項
に
お
い
て
準
用

す
ｍ
ｎ
Ｚ
含
む
。
）
又
１
前
ｌ
ｌ
ｌ
Ｈ
ハ
項
君
し
く
は
第
七

項
ｍ
ｌ
　
ｍ
ｍ
ｌ
ｍ
ｌ
ｓ
　
　
体
を
焼
却
し
、
又
１
埋
却

す
る
ｌ
ｍ
ｌ
ｊ
Ｕ
ｍ
ｌ
ｍ
関
Ｅ
ｍ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
Ｈ

９
Ｔ
一
１
１
１
１
第
百
四
ぃ
Ｉ
Ｌ
’
忿
第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

（
農
林
水
脈
‘
八
臣
の
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
指
示

篠

〉

’

・

・

第
八
条
農
輦
小
産
大
臣
は
、
法
第
四
十
七
条
に
定
め
る

も
の
の
ほ
か
ヽ
口
蹄
疫
の
ま
ん
延
に
よ
り
畜
産
に
重
大

な
彰
饗
を
及
ぽ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
１
０
１
１
１
１

ｍ
Ｈ
Ｉ
四
条
｀
‘
一
二
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ

ｏ

ｌ

　

ｌ

ｌ

　

　

城

の

指

定

１
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
場
合
に
限
・

る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
→
）
、
ｌ
ｍ
ｌ
ｌ
二
項
（
第
六

条
第
ハ
項
Ｈ
　
Ｈ
ｌ
ｍ
ｉ
ｍ
ｌ
ｍ
ｍ
　
ｌ
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
ゝ
｀
〃
’
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.

係
る
措
ｌ
ｌ
ｌ
該
ｌ
ｌ
ｌ
ｍ
ｍ
ｍ
Ｈ
Ｉ
Ｅ
ｍ
五
条

偏
五
項
に
お
い
ず
乖
用
さ
れ
る
第
四
条
Ｈ
Ｈ
ｌ
ｍ

ｌ
よ
り
行
わ
れ
た
場
合
に
限
る
。
・
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
憧
ヱ
八
条
第
一
項
Ｒ
ｌ
ｍ
ｕ
ｍ
Ｓ
　
Ｒ
ｌ
ｊ
く

は
同
条
第
二
項
の
規
定
Ｈ
Ｕ
Ｉ
（
ｗ
-
一
‘
墾
一
審
又
は
‘

’
・
措
置
に
係
る
地
頷
の
掴
定
が
同
条
Ｅ
ｌ
ｍ
Ｈ
ｍ
　
て

準
用
さ
れ
る
第
四
条
第
六
項
ａ
規
定
Ｈ
Ｂ
ｎ
Ｈ
Ｉ

場
合
に
限
る
。
汝
項
忙
お
い
て
同
じ
。
）
か
’
」
｀
誓
一
す
べ
き

旨
を
指
一
ボ
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
鼻
林
水
屋
大
臣
は
、
都
ｌ
ｌ
ｌ
ｍ
　
　
　
Ｉ
Ｒ
ｍ
　
Ｈ
ｕ
Ｂ

ｍ
従
ゐ
な
い
と
老
ぞ
の
他
特
に
必
置
が
あ
る
と
偲
め
る

ｌ
ｌ
は
、
第
１
Ｉ
二
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
足
に

よ
”
譜
一
１
１
Ｈ
措
ｌ
ｉ
　
　
０
１
１
１
五
条
第
こ
項
ｍ
Ｈ
ｍ
ｌ

ｌ
焼
｀
一
″
若
し
く
１
塀
ｌ
ｍ
ｍ
ｌ
ｌ
又
は
第
六
条
第
一

項
の
規
足
に
よ
＆
一
一
回
告
若
し
く
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｍ
二
廣
の
規
定

辿
よ
ｉ
ｍ
　
　
Ｈ
ｍ
ｎ
Ｅ
る
こ
と
が
で
き
る
。
・

３
農
林
水
屋
大
臣
は
、
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る

動
ｌ
ｍ
Ｉ
Ｈ
ｌ
ｌ
ｌ
等
の
注
射
に
つ
い
て
法
第
四
十

七
条
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
し
た
坦
’
合
に
お
い
て
都
道

｛
肝
一
県
知
事
が
当
骸
指
示
Ｈ
ｍ
Ｈ
ｉ
と
き
で
あ
っ
て
、

Ｌ
は
口
諦
疫
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

豚
み
る
と
き
は
、
家
寫
活
疫
官
に
当
骸
注
射
を
行
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

４
法
第
四
十
八
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
均
一
示
を
し
た

場
合
に
華
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
第
二
章
又

は
第
＝
ｉ
」
と
あ
る
の
は
、
「
口
蹄
夜
対
策
特
｀
”
措
１
１

第
五
条
又
は
第
六
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
焼
却
又
は
埋
却
に
関
す
る
ｌ
ｌ
Ｓ
　
　
事
項
）

第
九
条
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
Ｓ
思
畜
Ｈ
　

１
疑
似
畢
面
の
焼
却
又
゛
・
顎
却
に
つ
い
て
は
、
で
き
る

限
り
当
Ｉ
Ｉ
畜
ｍ
ｉ
ｌ
ｌ
ｍ
ｌ
ｌ
ｌ
と
殺
さ
れ
１
１
１
ｍ

近
い
掻
即
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
堅
｀
防
疼
具
の
硫
保
）

第十条ＨＩ　ｌｌ　１１１１ｔｉｌｉ５１１１当ｌｌｍｌｌｍｌける家

Ｉ
ｌ
ｍ
Ｉ
Ｉ
Ｍ
関
す
る
知
撰
謬
極
製
を
有
す
る
人
材
の
活
用

を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
□
蹄
夜
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る

た
め
の
｀
嬰
東
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
兪
｀
畜
防
疫
員

を
確
保
ず
る
よ
弓
努
め
る
も
の
と
す
る
。

・
（
｀
四
一
易
畜
會
の
・
建
股
等
を
促
進
す
る
た
め
８
ｍ
ｍ
ｍ
　

係
Ｉ
措
置
）

第
十
一
条
国
は
、
□
‘
豚
疫
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め

。
の
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
禁
止
又
は
制
限
に
係

Ｉ
Ｉ
ｌ
ｍ
畜
會
を
有
す
る
者
が
、
Ｉ
Ｉ
　
　
　
Ｉ
Ｉ
Ｉ
隣
接

す
ｍ
農
　
　
ｌ
ｍ
制
限
唆
起
因
し
て
廸
設
す

る
こ
と
が
必
要
と
な
る
Ｌ
ｌ
ｌ
Ｈ
ｍ
ｍ
Ｈ
ｍ
ｍ
ｌ
の
敷

地
ｍ
ｌ
供
す
る
こ
と
ｍ
耶
と
な
る
よ
う
、
黒
地

に
関
す
る
制
度
等
に
つ
い
て
、
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｍ
措
ｌ
ｍ
ｍ
　
Ｊ

１
の
と
す
る
。

（
催
物
の
開
催
の
停
止
の
要
曽
等
）
・

″
學
↑
二
条
。
都
道
‘
″
一
県
知
事
は
、
□
姉
疫
の
ま
ん
延
を
防

止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
法
第
三
十
三
条
に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
催
物
の
開
催
者
に
対
し
て
、
当

骸
催
物
の
開
催
の
停
止
又
ぼ
制
限
を
要
請
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
患
畜
の
判
定
の
迅
速
化
の
た
め
の
措
置
）

第
十
Ξ
条
国
Ｊ
ｇ
、
患
畜
の
判
定
の
迅
退
化
に
資
す
る
よ

Ｅ
ｌ
ｏ
　
ｌ
　
　
ｉ
ａ
ｌ
ａ
専
門
家
に
よ
る

患
畜
の
判
定
の
迅
還
̶
、
口
節
疫
の
療
体
の
有

ｉ
ｌ
Ｒ
係
」
ｔ
Ｑ
検
査
の
円
滑
か
つ
迅
　
　
　
ｓ
ｍ
Ｅ
ｌ
ｍ
Ｎ

．
要
な
措
一
瓢
を
庸
ず
る
も
の
と
す
る
。
。
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▽
・
・
．
｛
□
蹄
疲
の
ま
ん
延
奮
防
止
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い

Ｌ一｝ｎｄ腿ド←訂体ａヽｌ　　ｉ１４４　　　　　　Ｅ１１　　３１１１　　　ｏｉｌ　　　０１４０１１１　５１１１　ｉｉｌ　ｌ　ｊ１１

．
゜
四
ｍ
　
　
Ｅ
ｍ
ｌ
て
発
生
が
確
Ｉ
さ
れ
ｍ
ｍ
Ｗ
ま

・
ん
延
ｍ
ｍ
ｍ
ｌ
の
１
１
１
１
１
　
ｌ
ｌ
Ｓ
Ｅ
１
１
Ｘ
Ｂ
っ
て

は
、
．
で
き
る
限
ｈ
’
襲
悟
看
の
意
向
を
十
分
尊
重
す
る
Ｕ

ｊ
Ｌ
Ｓ
Ｓ
Ｉ
Ｍ
ｌ
ｌ
Ｓ
ｌ
ｌ
よ
う
Ｂ
ｍ
ｍ

・
を
す
る
も
の
と
す
る
．
二

０
１
１
　
諦
疫
の
ま
ん
延
ｎ
ｌ
ｍ
ｌ
蜀
す
ｉ
ｌ
Ｓ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
　
　
　
Ｓ
１
　
　

ｍ
ｌ
ｌ
ｌ
　
Ｉ
Ｉ
Ｓ
ｌ
ｍ
１
１
１
１
　
　
１
１
１
１
二
十
こ
年
四
月

１
　
　
ｌ
ｍ
Ｈ
ｍ
ｌ
　
　
ｌ
ｍ
ｍ
ｍ
Ｈ
Ｍ
１
４
蹄
疫
ｍ
ｓ
Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｓ
Ｉ
の
ま
＆
抵
の
原
因
の
究
明
、
口
蹄
疫
の
吊
防

・
及
ぴ
ま
ん
括
の
防
止
の
た
め
の
研
　
　
１
１
１
１
ｍ
　
推
１
１
１
１
　
ｍ

そ
ａ
成
果
Ｉ
Ｈ
ｍ
ｍ
ｍ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｈ
１
　
　
騎
の
繁
岡

ｎ
Ｉ
ｌ
ｎ
ｍ
　
係
答
検
査
体
制
の
整
備
そ
の
他
必
要
な
措
ｌ

ご
″
一
眼
ず
る
吝
７
劈
め
外
‘
Ｊ
’
り
れ
ぼ
゛
ら
ｌ
ｌ
Ｐ

・

Ｉ

・

１１１１１１ｊｌｌｌｌｍ屑すｉｌｌｌ　　ＭＩｌｍｍｍＢ

Ｉ
Ｅ
　
六
条
：
都
ｉ
ｍ
ｌ
Ｈ
Ｓ
１
５
　
ｌ
ｌ
顕
Ｍ
属
す
る
野
生

動
物
に
張
る
Ｈ
蹄
一
“
’
の
発
生
の
状
況
の
監
視
そ
の
他
の

．
当
骸
ｍ
ｌ
ｌ
ｍ
Ｈ
ｕ
　
踏
疫
ｌ
の
予
防
及
ぴ
ま

’
ん
延
の
防
止
の
た
め
ｎ
ｌ
ｌ
ｍ
措
１
１
１
１
１
Ｈ
ｍ
の
と

・
す
る
．
・

／
（
ね
ず
み
等
の
駆
除
｀
ｗ
の
裏
施
）
．
．

Ｉ
Ｈ
ｌ
ｌ
家
ｍ
ｌ
ｌ
Ｓ
　
ｌ
、
口
蹄
Ｂ
ｍ
ん
延
を
防

・
止
す
る
た
め
Ｒ
Ｉ
Ｉ
Ｗ
嵐
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
Ｔ
Ｉ
會
及
び
そ
の
周
辺
に
お
い
て
１
０
Ｓ
Ｉ
Ｓ
Ｉ

一

●

一

Ｉ

Ｓ

Ｉ

Ｔ
ｍ
ｌ
　
　
童
ず
る
ほ
か
、
そ
の
病
原
体
を
媒
介
す
る
お
そ
れ

ｉ
ｍ
ｍ
ｌ
ず
み
、
昆
虫
等
の
ｌ
ｌ
ｌ
Ｓ
ｍ
　
　
施
す
る
よ
・
２
労

め

Ｉ

も

の

と

ず

る

が

・

．

・

．
．
第
三
章
｛
‥
｛
蹄
疫
に
対
処
す
る
た
め
に
要
す
る
費

用
の
国
に
よ
ｍ
ｍ
等

一

一

-

ｉ

‘
（
法
に
基
づ
Ｎ
１
１
１
ｍ
　
処
す
る
た
め
の
費
用
の
国

Ｊ

に

よ

Ｉ

負

担

）

ノ

第
十
八
条
國
は
ご
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
Ｉ
る
一
一
思
畜
又

ｊ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
あ
っ
．
ｆ
し
平
成
二
十
二
年
四
１
１
１
１
ｍ
ｌ
ｌ

・
．
ヤ
｝
ハ
発
生
硬
一
ｉ
さ
れ
゛
一
‥
’
一
″
’
疹
扱
る
ｍ
Ｈ
１
１
１

　ｍｌｌ　　ｌ　　０１１１　　ｏｉ　ｌｌｌ確ＩＵ１１ｎ　資するとともに、当骸

ご
’
一
一
黄
又
は
”
｛
１
審
悳
塵
石
者
ｍ
ｌ
　
　
済
ｍ
ｍ
ｓ
Ｒ
Ｉ

ｔ
る
た
め
、
法
第
苓
一
ｔ
八
条
の
規
定
に
よ
る
手
当
金
の

、
．
交
仲
の
ほ
か
、
ｌ
ｍ
ｎ
ｍ
ｍ
ｍ
ｌ
ｍ
５
ｍ
Ｎ
９
１
の

・
・
と
す
る
．
・
・
”
・
．

ｔ
ｍ
ｌ
項
Ｈ
ｌ
ｍ
交
付
に
つ
い
て
１
０
１
１
　
　
Ｉ
Ｓ
ｍ

１　１０１１１ｊｉｉｉｉｉｉｌｉｌｌｉｌ　１１１１５１１１１　ｉｉｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｉｉｌ　１５１０１１１　ｌのｍｍ　図られるよＥｊｊｍ

ソ
ー
ー
が
講
ぜ
ら
れ
＆
ｔ
Ｊ
ｔ
す
る
・
．

ｉ＝ｓ・：`

ブ）

の
に
よ
り
、
奎
’
̶
ｌ
者
Ｌ
Ｉ
Ｈ
Ｈ
Ｈ

の
減
少
ヽ
．
飼
料
費
そ
の
他
の
保
管
、
̈
軸
送
又
は
処
分
ｋ

ｊ

と
が
で
き
る
．
・

第
四
章
生
　
　
　
’
皿
者
等
１
１
１
ｍ
ｍ
ｌ
の
再
建
等

．
’
の
だ
め
の
措
置
．

　　０１１１　　０１１１１　０１１１１４１１９１　Ｗ　Ｍhttp://www.ｏｉｉｉ１１９.orgｏｉ４１.　　　３００１１１　　Ｓｌｉｉｉｏｘ　ｌｍｌｉ５１１１１１１１９１０Ｗｉ２　　ＳＳ

ため’の一`
ｌ一　　　Ｅ
　

Ｉ
Ｉ
二
十
二
条
國
は
、
平
成
二
十
二
年
ｍ
ｍ
ｌ
ｍ
ｍ

１
１
１
Ｅ
確
露
さ
れ
た
一
一
藤
疫
の
ま
ん
延
Ｎ
ｊ
　
Ｉ
Ｂ
Ｉ
営

及
Ｈ
Ｂ
ｍ
ｌ
ｎ
ｎ
っ
て
い
る
牛
一
・
Ｉ
Ｚ
家
Ｉ

ｍ　　ＩＲＩ食ｌ　ｊｌ２２　　ｌｊｌ　ｌｌhttp://www.ｌｍｌ

ｌ
ｍ
係
る
゛
膏
、
．
加
ｔ
六
流
通
、
販
宛
、
ｌ
一
季
の
事

１
Ｊ
Ｉ
の
事
業
ｅ
再
建
そ
の
他
の
経
営
の
安
定

及
ぴ
そ
の
生
ｍ
Ｈ
　
　
　
Ｂ
ｌ
ｍ
図
る
た
め
．
当
骸
者
に
対
し

Ｔ
Ｓ
呆
の
再
建
等
ｉ
ｌ
ｌ
ｍ
Ｂ
Ｉ
Ｈ
ｍ
Ｂ
ｌ
ｊ
の
Ｂ
Ｉ

．
当
骸
　
　
Ｉ
ｌ
ｍ
一
’
ゑ
鳳
設
又
砥
殴
僧
の
警
Ｉ
Ｈ
要
す
る

．
費
用
の
助
成
そ
の
他
の
必
要
な
措
鳳
｀
を
曙
ず
る
も
の
と

す

る
．
゜

・
（
地
ｗ
　
　
一
真
笙
一
の
た
め
の
支
援
ｙ
．

第
二
十
三
条
’
一
ｉ
「
及
‘
”
地
」
’
４
公
共
一
゛
　
　
１
１
１
１
ｎ
Ｂ
め

る
措
置
の
ほ
か
、
ｔ
で
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て

鼎〃・一ｇａ帰郷され」゙
【‥【蹄ｌｍまん】〃`
　　ｌｍ　　`
政一一揖に

０１１　　　ｌｌ　　１１　　　００１１１１１１１１１１１１　ｌている状況にかんがみ、地

ｉ
ｌ
ｌ
ｍ
ｎ
ｍ
ｍ
Ｂ
Ｈ
Ｉ
図
る
た
め
、
地
域

の
実
情
に
応
じ
た
０
１
１
１
Ｈ
　
措
置
を
稜
循
｀
Ｅ
実
施

す
る
こ
と
が
で
ぎ
ｔ
よ
え
こ
れ
ら
の
措
置
に
必
要
な

｀
雷
紀
充
て
る
ｎ
Ｈ
９
　
　
Ｂ
設
置
Ｅ
の
他
の
必
要
な

措
１
１
扇
Ｈ
も
の
と
す
る
・

Ｉ

Ｓ

φ

ｌｌｌ　１１　　１１１１則

１
１
１
１
１
１
　
Ｉ

第
一
-
一
十
四
Ｉ
Ｄ
Ｉ
　
ｌ
　
１
　
Ｒ
ｍ
ｍ
ｗ
　
　
　
ｌ
頁
薦
．
こ
の

．
を
携
帯
Ｉ
Ｈ
Ｉ
Ｈ
ｌ
ｍ
っ
だ
ど
老
片
こ
れ

恵
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
１
１
９
１
　
　
　
１
　
１
　
１
１
　
　
１
　
　

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｍ
よ
ｈ
ｙ
″
一
一
一
１
　
執
行
す
る
と
き
ｔ
籐
　
　
１
１
ｎ

Ｉ
の
定
め
る
と
乙
ｙ
に
よ
久
そ
ｍ
Ｂ
Ｉ
Ｈ
血
票

Ｉ

’

♂

一

Ｉ

一

一

̶

Ｓ
理
者
１
対
す
る
適
風
）

第
二
十
’
ｔ
一
条
・
こ
の
諭
堡
’
索
吝
又
は
物
品
の
所
有
者
に

関
す
る
規
定
は
、
当
壁
Ｉ
’
又
は
物
品
を
管
理
す
る
所

・
有
者
以
外
の
者
１
１
１
１
１
０
１
道
、
自
動
車
、
船
舶
又
は

航
Ｉ
扱
ｍ
ｍ
ｍ
ｌ
ｍ
当
　
　
１
１
１
　
ｍ
ｍ
ｌ
物
品
の
遜

送
の
委
託
を
受
け
ｌ
ｌ
Ｂ
Ｉ
Ｅ
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
そ

ｍｍ１１　ｔｊＥｍｍ１１　ｔｏ１

。
（
処
分
の
承
継
人
に
対
す
る
効
力
）

第
二
十
六
条
。
こ
の
法
　
　
ｌ
ｍ
ｍ
の
法
律
に
懲
づ
く
命
令

の
規
定
に
ｙ
｀
蚤
掴
示
そ
の
他
の
処
分
は
、
当
骸
処
分
の

目
ｍ
ｌ
ｍ
家
畜
Ｅ
の
他
の
物
ｍ
ｌ
ｌ
　
Ｉ
又
は
管
理
者

か
”
一
権
利
を
承
継
し
た
者
又
は
権
利
の
股
定
を
受
け

て
、
ｉ
一
た
Ｆ
ｉ
咳
塞
蕎
そ
の
他
の
物
の
ｌ
ｌ
ｌ
ｍ
　
者
と
な
っ

た
Ｅ
Ｉ
　
　
　
Ｕ
て
も
、
ま
た
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２
前
項
の
家
畜
そ
の
他
の
物
の
所
有
者
又
は
管
理
者

は
、
当
該
゛
審
そ
１
１
１
１
ｎ
Ｂ
ｍ
天
ｍ
娘
ｌ
し
、
又
は

管
理
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
処
分
の
あ
っ
た
こ
と
及

ぴ
そ
の
机
一
分
の
内
容
を
そ
の
者
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば
Ｉ

ら
な
い
。

。（`
一　　冊上の措置）

｀
一
一
一
十
七
条
‘
国
ｍ
ｌ
ｍ
ｍ
　
　
Ｉ
Ｉ
Ｉ
平
成
二
十
二

年
四
月
以
祷
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
の

ま
ん
延
が
牛
、
豚
辱
の
家
畜
の
所
有
者
に
与
え
る
彫
響

に配慮し、ｌｍｔｌ　１１１１　ｔｌｌの措１１１１１Ｍｍｍｌものと

す
る
。

（
事
務
の
区
分
）

第
二
ｔ
Ｒ
　
粂
ｌ
ｌ
条
か
ら
里
八
条
ま
で
の
Ｉ
定
に
よ
り

都
１
１
１
１
処
理
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、

Ｓ
Ｉ
Ｈ
ｍ
ｌ
　
　
授
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

二
条
第
九
項
第
一
Ｅ
　
ｍ
ｍ
Ｒ
　
る
第
一
号
法
定
受
託
事

務
と
す
る
。

｛″″｝一一霊爾置）

一
-
〃
一
一
←
Ｔ
３
粂
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
命
会
心
制
定

し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
命
令
で
、

そ
の
制
定
又
ｌ
ｌ
ｌ
ｍ
伴
い
合
理
的
に
Ｉ
Ｉ
　
Ｍ
　
　
　
Ｈ
ｍ

れ
る
’
佃
囲
内
に
お
い
て
、
所
要
ｍ
ｌ
ｌ
ｍ
ｌ
を
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

附ｊ７　１１　１１
　
　

１１３Ｓｌｌ　１１　１１
　

ｌ
一
条
・
こ
の
Ｓ
ｔ
公
布
の
β
か
ら
施
行
す
る
。

Ｉ
゛
一
一

ご
（
こ
１
１
１
１
１
１
１
Ｅ
ト

第
二
粂
≒
こ
Ｓ
Ｓ
ｔ
ｌ
Ｈ
１
４
四
年
三
月
三
十
一
。
日

・
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
。

● - ● - ● ● ● ● ・ ・ ● ● ● ● ●- 〃 - - 〃 ● -
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△
・
（
作
ａ
過
措
置
）

一
″
一
″
三
条
ノ
こ
ｎ
律
ｌ
ｍ
ｌ
ｍ
ｎ
ｎ
れ
た
Ｉ
八
条
第
。
一
項

。
の
規
定
に
よ
る
勧
告
又
は
同
条
第
二
項
の
粗
疋
に
よ
る
。

一

ｌ

-

い

。
措
置
に
つ
い
て
は
、
一
条
、
第
八
条
第
一
腰
第
二
項

一

゛

一

ｓ

一

’
及
ぴ
第
ｌ
ｓ
ｍ
ｕ
Ｅ
Ｉ
、
前
条
の
規

’
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
１
１
１
１
１
１
Ｓ
Ｓ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

ご
そ
の
効
力
を
ｌ
ｍ
Ｅ

第
四
条
”
」
の
法
律
の
‘
皿
一
一
‘
″
ｌ
前
１
、
ｌ
ｍ
ｍ
ｌ
　
ｌ
ｌ
ｍ
　

』
景
麟
に
従
い
、
。
平
成
二
十
二
年
ｍ
ｌ
ｍ
Ｗ
て
発

缶
か
確
認
さ
れ
た
″
‥
’
蹄
疫
の
ま
ん
‘
’
‘
一
か
’
防
止
す
る
た
め

ｌ

丿

●

Ｉ

’
・
に
そ
の
所
有
す
る
家
畜
（
恩
畜
及
ぴ
疑
１
１
Ｓ
ｌ
ｌ
除

く
。
）
を
自
ら
殺
し
た
者
に
対
し
て
は
、
都
遭
府
県
知
事

は
、
こ
れ
に
よ
り
珊
察
王
ず
べ
き
損
失
と
し
て
取
令
で

゜
定
め
る
損
失
を
補
て
ん
す
る
も
の
七
す
る
。
｀

・２″‘千九条の規定は前傾の規定によ１１　　１１１１１１１１１１　ｉｌｌ　１１１１１　　払われ

１
１
１
１
　
つ
い
て
　
　
　
瓢
ぃ
用
す
る
。

第
五
条
前
二
条
に
定
め
る
も
ａ
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の

Ｓ
ｍ
　
関
し
必
要
ｌ
ｔ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｒ
Ｓ
１
１
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
甦

第
六
条
政
府
峡
最
近
１
１
１
１
Ｅ
ｍ
ｌ
ｍ
ｌ
ｌ
ｌ
ｍ
経

営
ｅ
ｌ

ま
え
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、

暫
一
画
な
家
畜
Ｉ
蜃
の
予
防
及
ぴ
ま
ん
延
の

ＯＩＨｍｍｔｏｌ　　Ｉ　　ｌｌｉ　　ｌ　　ＳｍかかっｍＨｍｌ

１
１
１
１
　
大
゛
に
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
適
切
’
な
埋
却
場

所の確保に必要ＵＢＩ度１１ｍｌつい１１　　１１　　５１１

を
行
い
、
’
そ
Ｎ
果
ｎ
ｌ
づ
き
、
法
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｊ
　
　
ｍ
ｍ
ｌ

し
を
含
め
、
所
要
の
措
置
を
鎬
ず
る
も
の
と
す
る
。

ｌ
ｍ
ｌ
ｍ
ｌ
Ｂ
一
郎
改
正
）

Ｉ
Ｂ
条
地
方
自
治
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る

。

‘
。

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
・

ｍ
ｌ
　
　
　
　
画
瀧

務
る
こ
と
と
さ
て
い
る

’
総
務
大
臣
・
原
口
Ｉ
博

Ｏ　Ｉ　ｍｎｍＬｕ　　１１　　１１１　ｊ　１１ａ４

内
閣
一
　
　
　
ｉ
ｌ
ｌ
　
ｍ
Ｌ
Ｉ
Ｈ
ｌ
ｍ

❼

・

＝

政

令

川

口
蹄
疫
対
策
糠
別
措
置
法
施
行
令
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。
Ｉ

・

・

一御

名

御

璽

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日

内
随
総
四
？
一
入
臣
１
１
Ｈ
ｓ
ｍ

政　　ｌｌｌ百眼↑一八号

Ｈ
蹄
視
対
篇
登
別
措
母
゛
一
・
一
行
令

内
閣
は
、
口
諦
視
対
策
特
別
措
母
　
　
Ｍ
　
ｍ
１
１
二
十
二
年

ｍ
ｌ
ｌ
ｍ
十
ｍ
Ｍ
Ｉ
　
０
０
１
１
　
　
ｌ
八
条
Ｅ
１
１
ｍ
　
第
十
一
項
ま
で

ｍ
ｌ
干
Ｉ
Ｈ
ｍ
ｍ
ｎ
第
二
十
一
条
並
び
１
１
Ｓ
ｍ
　
四
条

第
一
項
及
ぴ
第
五
条
の
規
定
に
篠
？
”
、
こ
の
祷
’
｀
一
″
　
　
ｌ
制

・
定
す
る
。

（補てん又ｌｌｌｍｍ　ｊ　０１１　　　３１　　ｉｉｌｌｉｉｌる’唄失等）

第
一
Ｉ
　
Ｈ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｈ
Ｉ
措
Ｉ
ｌ
ｍ
　
Ｈ
Ｉ
下
「
法
」
と
い

う。）第六条１１１　　０１５　１Ｓｍ１１１　ｔｌ１１１　ｔ１１　　　０１０１１１１５１１１０１１１１　ｌ　１１１２９　００１１１　　ｉ４　　　０１５１１る損

失
Ｉ
Ｓ
　
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
暫
殺
さ

れ

た

家

一

の

評

価

額

と

す

る

・
。

２
‘
一
ｗ
‘
坦
府
県
知
事
は
、
前
項
の
評
価
額
を
決
定
す
る
に

は
、
・
あ
ら
か
じ
め
珊
定
し
た
＝
。
人
以
上
の
評
価
人
の
意

見
を
聡
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

３
゛
都
道
麿
県
知
事
は
、
法
第
六
条
第
九
項
の
規
定
に
よ

る
補
て
ん
金
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
ｓ
ｌ
ｍ
Ｈ
ｓ
第
一
項
の

勧
告
の
日
か
ら
ｌ
ｓ
ｍ
ｌ
ｓ
ｍ
ｌ
　
ｌ
日
ま
で
に
要
し

１
　
　
　
　
ｌ
　
　
ｍ
ｍ
の
他
Ｂ
Ｉ
ｌ
ｍ
Ｂ
ｔ
で
定
め
’
「
’
費
用
の

額
Ｊ
ｉ
一
一
‘
磁
当
す
る
金
額
を
当
骸
補
て
ん
金
と
併
せ
て
交
付

す
る
も
の
と
す
る
。

４
都
」
措
一
府
ｌ
一
・
一
知
事
は
、
次
柘
何
廿
・
心
一
｀
？
酋
に
は
、
法
第

六
″
一
一
第
九
項
又
は
第
十
項
の
規
足
に
よ
る
補
て
ん
金
又

ｉ
ｌ
ｌ
ｍ
ｌ
ｌ
　
１
１
１
１
１
Ｅ
　
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
。

一
庸
昼
柵
て
ん
金
又
‥
ほ
補
償
金
の
‘
一
入
‘
柚
’
　
　
　
Ｓ
け
る
べ

き
者
が
ｌ
頒
か
’
拒
み
、
ｉ
又
Ｉ
Ｉ
筆
Ｈ
こ
と
が
で
き

な

い

場

合

゜

二

‘
ニ
・
｀
両
炉
な
く
て
Ｉ
ヨ
骸
補
て
ん
金
又
゛
一
一
驚
器
一
の
支

。
払
‘
″
一
受
け
る
べ
き
者
を
・
ｌ
・
知
す
る
こ
と
が
゜
で
き
な
い

雁
首

９
符
の
方
芭

第
二
条
・
法
第
六
条
第
十
・
一
項
の
政
令
で
定
め
る
方
法
。

ｕ
Ｊ
ｉ
ｍ
Ｈ
項
又
ぱ
第
二
珊
の
規
定
に
よ
Ｅ
Ｈ
ｔ

殺
さ
れ
た
こ
と
一
を
都
道
ｌ
ｍ
ｍ
Ｈ
ｕ
ｍ
す
る
こ
と
に

゛
よ
り
当
鮪
』
郡
道
府
県
知
事
が
決
足
し
た
額
を
交
付
ず
る

方
法
と
す
る
。
。

喚
笈
一
四
項
に
お
い
て
胱
み
｀
ｗ
え
’
ぃ
一
”
用
ず
る
’
‘
’
合
を
含

１
。
）
並
び
に
Ｉ
｀
一
則
一
晋
一
条
″
一
一
゛
一
項
穿
一
号
の
規
定
の
保

Ｍ
ｌ
ｉ
ｍ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｍ
Ｈ
ず
る
。
こ
の
ｎ
Ｕ
Ｉ

ｉ
ｍ
ｌ
ｍ
９
千
Ｈ
Ｉ
　
　
　
ｉ
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ
　
Ｈ
ｍ
　
ｌ
号
の
規
定
の
番
̶

つ
い
て
は
、
聾
一
ヱ
一
ｆ
『
會
算
し
鳶
期
周
』
と
あ
る
の
は
、

。
「
合
算
し
だ
匍
１
　
延
ｗ
一
一
｀
一
免
除
期
開
（
口
蹄
疫
対
策
特

Ｓ
Ｈ
Ｂ
令
（
平
成
二
十
一
一
″
一
政
令
第
百
四
士
八

号
）
笛
一
＝
。
条
第
五
項
ｉ
ｕ
Ｎ
　
ｍ
ｌ
笹
ｍ
ｌ
ｌ
ｌ
　
ｍ
い

う
。
）
ｍ
ｍ
Ｈ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
と
す
る
。

附

則

（
Ｉ
Ｂ
ｍ
１
）

第
一
条
ご
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
補
て
ん
の
対
象
と
な
る
ｌ
ｎ
ｌ
Ｓ

第
二
条
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
損
失

は
、
圓
項
の
要
鵠
。
に
従
っ
て
殺
さ
れ
１
　
　
家
畜
の
評
価
額

と
す
る
。

２
第
｝
条
第
‘
二
項
の
規
定
は
前
項
の
評
価
額
に
つ
い

て
、
賤
ｔ
一
一
第
三
項
の
規
定
は
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の

０
１
ｎ
１
１
１
　
　
ｉ
る
補
て
ん
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
一
条
第
三
項
中
「
法
第
六
条
第
九
項

め
規
定
に
よ
る
補
て
ん
金
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第

四
条
第
一
項
の
規
足
に
よ
る
補
て
ん
金
」
と
、
「
同
条
第

一
ｌ
ｍ
ｍ
　
１
と
＆
る
の
は
「
隙
項
の
要
助
」
と
院
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
法
作
一
″
十
九
条
忿
恐
。
、
忿
、
前
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
一
一
用
す
る
第
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
ｈ
’
支
払
わ
れ

る
｀
一
苗
紀
つ
Ｈ
Ｉ
ｌ
ｍ
　
ｌ
。

（
Ｉ
Ｓ
Ｉ
）

第
三
条
法
唄
則
第
Ξ
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力

を有するものとされる法第六条第ｎＥ１１　ｔ１　　　ｊｌｌｏｌｌくは

第
七
項
又
は
同
条
第
ハ
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
ウ
家
畜
の
死
体
を
焼
却
し
、
又

’
一
｀
塀
却
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
法
第
七
条
の
規
定
は
、

Ｉ
　
　
Ｉ
Ｉ
Ｉ
二
ｌ
ｍ
ｌ
　
　
　
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定

す
Ｓ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

第
四
条
・
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
法
第
六
条
の
規
定
の
適
服
に

゛
つ
い
て
は
、
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
は
、
法
附
則

。
第
二
ｌ
ｍ
ｌ
ｌ
す
る
’
ｐ
後
も
、
な
お
そ
の
効
Ｌ
力
を
有
す

る
。

第
五
条
法
の
失
効
前
に
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
Ｅ

。
・
一
笞
ｔ
看
缶
金
Ｑ
保
膠
科
゛
　
　
一
男
憬
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

‘
も
の
と
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
ｌ
ｏ
Ｔ
Ｉ
Ｉ
Ｈ
十
一
条
の
規

定
は
、
法
　
　
一
一
瞬
則
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
Ｅ
Ｊ
条

。
祓
規
定
す
る
日
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２
随
項
の
規
ｌ
ｍ
　
ｔ
Ｗ
Ｕ
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
ざ
れ
る
法
第
二
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
三
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
Ｓ
Ｓ
９
法

附
側
第
二
条
に
規
定
す
る
日
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を

’
有
す
る
。

゛
農
林
丞
笛
大
臣
赤
松
広
隆

内
閣
総
理
大
臣
鳩
山
由
紀
夫
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ツ

ブ

ノ

ノ

ノ

ー
．

一
Ｑ
１
４
Ｉ
省
令
第
四
十
’
号
゛
．
・
＼

．
一
・
・
．
ロ
鎔
疫
対
尋
̶
讐
『
平
成
一
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様式Ｈ（凛五条関係）ｌ

殺処分・勧告借

。Ｓ濃縮ｌ需饌幟ａ鯉凛泗ｌｉｌ
住所
氏名 痩

-・移１処分の対象となる家畜
● ● ●●

こ勧告を漓施する根拠となる法の規定

三勧告を実施する理由

ｌｌ；-の家畜を殺ずべき期限・

五その他ｊ５要と認める事項

４Ｓｌｌｉ１１；Ｌ：）（第五条関係）

より、下記の１１１骸家畜を殺すべきことにつ１、！て、

記

殺処分勧告嗇（報告）

年 月 日

都追跡県知事名

。ｉ獣１門門賜Ｂ^ 甥岬？）類扁臨碧雌雅｜｜１１１夥１抒゚ ｌ゙`
△ 昌。

一

一

四

殺処分の対象となる家畜

勧告を爽施した根拠となる法の規定

Ξ．勧告を実施した理由

四 -の家畜を殺すべき期限

五そのａＭＩヽ要と認める事項

記

都道府１堪知事名

４ａｌ式１叫傭五条関係）

殺処分通知書゜

ＪＩ翻１１昆｜謳哩ゆ？ニ項の規定により參１施する措置について、同条第三項の規定

嫡
氏名 ？

年 月 日

都道府県知事名

ｉ４

-ニ’殺処、分の対象となる家畜

二殺処分を実施する根拠と他轟法の規定

Ξ殺処分を実施する理由

ｌａｌ殺処分；包；実施する日時、聊４１及びその方法

五その他必要と禰める事項

１ｆＺ

一殺処分の対象となったＩＳＩ畜の種類’

二殺処分を奥施しだ根拠となる法の規定

三殺処分を爽施した理由

四殺処分を実施した日時、題諦１及びその方法

五その他必要と認める事項

搬

年 月 日

者ｉｓ道府県知事名

住所
氏名

Ｊ雅習顕機野六条第二項の規定によ！）実施した措置について、問条第四項の規定

４Ｓｌｊ蜘俤五条関係）

ｙ。

殺処分報告書

ｌ
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． ／ 〃 ～ へ


